
【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

2. 収納
2.1. 入金・消込処理

0 2.1.1.
消込データ
の管理

各納付手段（一般納付（OCR・パンチ）、口座振替、コン
ビニ収納、クレジット、マルチペイメントネットワー
ク、共通納税、年金特別徴収）の納付データを取り込め
ること。
取り込んだ納付データを元に、各科目の消込データ・財
務会計納付書起票用データを作成できること。

2.16

9.2.1.1　ＯＣＲ、パンチデータ、MPN、クレジッ
ト、CVS、年金特徴データを取り込めること。取込ん
だデータを基に各科目の消込データ、日計表を出力
できること。
9.2.1.1　取込んだデータを基に財務会計システム納
付書起票用ファイル（データ形式）が出力できるこ
と

9.2.1.2　消し込みの際、会計日の指定ができるこ
と。また消込後に会計日を修正できること。

40　領収済通知書・口座振替結果など、入金された
情報を消し込み用データとして作成する機能がある
こと
41　通常の消し込み用データとして、「収納情報を
特定する情報・領収済み通知書を特定できる情報・
賦課納付額・延滞金納付額・収入日（公金とした
日）・領収日（納付した日）・納付した帳票の種
類」も持つこと
42　法人市民税の申告書に付く納付書の消し込み用
データとして、納付書に記載される情報「事業年度
の開始年月と終了年月と法人を特定する番号と申告
区分」から収納情報を特定できること
43　給与特別徴収の納税通知書に付く納付書の消し
込み用データとして、法人を特定する番号と納付月
から収納情報を特定できること

59　領収済み通知書をOCRやパンチなどでデータ化し
た消し込み用データを入力する機能があること
62　滞納システムで発行した、年度・税目・期別を
纏めた納付書を、滞納システムと連動して消し込み
を行えること
※複数年度・税目・期別を纏めた催告書等を１枚の
納付書にしたものを想定する

55:株式会社MUTBOからのデータを元に仮消込み、消
込みができること。
(コンビニ速報、マルチペイメント、ＯＣＲ情報、口
座振替情報等)
(それぞれのデータは税、保育、母子寡婦、介護、住
宅、後期高齢が1ファイルに入っている。)
それぞれのデータについて××市と××市でレイア
ウトが異なる場合にも対応できること。
56:各市の指定する任意の科目について取込みができ
ること。
××市:税(国保含む)
××市:税、国保料、介護、後期高齢

67:市民税退職所得分離課税者の消込処理ができるこ
と。また，申告情報を登録，修正，削除できるこ
と。
68:賦課システムが存在しない税目で、手入力で消込
ができること。
(たばこ税、鉱産税、入湯税等)

各納付手段（一般納付分、口座振替分、コンビニ収
納分、クレジットデータ、MPN納付データ）に応じて
消込データを取り込み、一括更新、管理（参照、登
録、修正、削除）ができること。

各種納付手段の取り込みに関する要件であ
り、これを元に消込処理用データを作成す
るため必須と考えます。電子自治体の推進
を考えた際、実装必須要件とすることを考
えます。

※自治体により、契約する金融機関・収納
代行事業者・データ処理事業者のインター
フェースが異なると想定される。契約の相
手方にあわせたインターフェースのレイア
ウト調整などは発生すると想定していま
す。

＜検討事項＞
①消込に必要な情報は、中間標準レイアウトの納付履歴の項目で
必要十分であるか。
　※収入日（市の口座に入る日）と領収日（支払った日）の両方
の管理は必須と想定。どちらも中間標準レイアウトには規定あり
②財務会計用ファイルとはどういったものか（財務会計での取り
込みを想定か）。（C市）
③退職所得の消込の運用はどのような運用が一般的か。
④複数期を合算した納付書がある場合、消込データはどのように
処理しているか。
⑤その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか
⑥標準仕様の記載としては、契約相手方（収納代行業者、金融機
関等）とのインターフェース調整は必ず行う、というような記載
でよいか。

①
a中間標準レイアウトにも定義あり、収入日、領収日は必要という意見が多いた
め、必須とする。
b)帳票コード・区・共通納税納付番号の追加（K市）
⇒要否と理由をご回答ください。また、帳票コード、共通納税納付番号とは何
を指しているかご回答ください。
⇒⇒帳票コードは納付書種別、共通納税番号は共通納税を管理するための番号
（K市）
⇒⇒共通納税の納付情報の中には納税者IDや利用者ID、納付区分、確認番号等
の情報の他、14桁の納付番号が含まれている。このことを指しているものと思
われる。納付の問い合わせがあった際に使用する機会があると思われる。（E
市）
【確認】納付書種別にはどのような種類があるか（K市）。他の構成員も必要
か。
【提案】管理項目に納付書種別、共通納税番号を加えることでどうか。行政
区は指定都市用とする

②
a)財務会計システムでの調定を消し込む際のデータの出力機能が必要となると
想定される（J市、K市）
⇒他の構成員において、上記機能の要否と理由をご回答ください。
⇒⇒必要・不要で意見が分かれている。
【提案】財務会計システムへの出力機能はオプション扱いで差し支えない
か。（たたき台の緑字をオプションにする）

③
a)消込後に調定を立てる運用が一般的と見受けられる。
⇒機能としてはどのようなものが必要になるか、要否と理由を併せてご回答く
ださい（K市、E市）。
⇒⇒退職所得にかかる所得割額は、収入日（市の口座に入る日）の属する月分
として手動で消込できること。消込処理後、該当月分の調定額を設定できるこ
と。共通納税で納付された退職所得分も、収入日の属する月の分として自動消
込処理される機能が必要である。（現行システムでは、退職所得分の該当月を
収入消込後、手動で修正している）（E市）
⇒⇒退職所得は申告納付のため、納付と同時に該当の調定に消込をされる可能
性は非常に低い。また、納付があっても申告書の記載がない場合があるため、
当市では、税としての収入はあっても、該当の調定がたっていない場合は、不
一致情報として浮いた状態で収入金が管理されている（一括消込はされている
が、消込はされていない状態）。（当市では収滞納端末で）退職の調定をたて
たあと、不一致として浮いていた収納額が、収納キーが一致すれば自動消込さ
れる、もしくは振替の処理ができる機能。（K市）
⇒⇒申告納税のようなものであるため。消込と同時に調定することが適当と考
える。（H市）
【提案】調定がない場合の消込（2.1.9）で検討

④
a)合算納付書（K市、E市）
⇒要否と理由をご回答ください（特に今回の標準化検討の対象税目におい
て）。
⇒⇒催告や分納等で複数税目や複数期を合算した納付書の仕様頻度が高いた
め、明細中の個々の税目別や期別に対象賦課税目に自動的に消込される機能
は、業務上必要（E市）
b)人間が判断して月額に金額を割る、または一つの期別に消し込んだ後に組替
の運用が一般的と想定される。
⇒⇒消込の自動化まで必要と考える。手動での組替等の場合は事務が煩雑にな
り、他の事務を圧迫する恐れが高い。実際過去、国保税の分納のみ行っていた
ことがあり、原則は自動消込だったが、うまく消込めないものは手での修正と
なり、事務が煩雑で他の事務を圧迫したため取りやめた経緯がある。（I市）
⇒⇒合算納付書を大量作成している市においては、全ての消込を手処理で行う
ことは合理的ではなく納付書の発行番号を元に消込も自動化する機能が必要と
考える。（合算納付書を大量使用している市が少数ならオプションも検討。）
（E市）
c)一方、K市・E市では納付書の発行番号で消込も自動化できていると想定され
る。
⇒要否と理由を併せてご回答ください。必要な場合どのような実装であれば良
いか、どこまでを標準仕様とするか（またはオプションとするか）要検討。
⇒⇒帳票コードや納付書発行番号で消込が自動化されることにより、各期別へ
の振替の処理が不要。合算した納付書を含め、納付書を再発行した場合は納付
書発行番号が付番され、その番号に税情報が紐づいているので、個別の調定に
消込が可能（K市）
【提案】合算納付書に対応した納付データの取り込みを必須機能としてたた
き台に追加する。

※（H市の提案）滞納処分は滞納整理システムから必要な情報を出力し、収納シ
ステムに連携、納付書による納付であれば記載されている期別の①調定管理
NO、②本税額、③督促額、④延滞金額、⑤納付種別（本人納付・第三者納付の
別等）の情報を期別間を改行コードでつないだQRコードを納付書に印刷し、そ
の済通を納付日 公金ごとにバーコードリーダーで読み込みし消込データを作
④
a)差押等の配当の充当のデータも取り込めること。その際に必要となる領収
日、収納日の外、通常の納付と延滞金の計算が異なるため、延滞金計算日の項
目も消込情報に入れることが必要(H市）
⇒充当用の納付書の済通で消し込むような流れが一般的と想定されるが、シス
テム間の連携を行っているか、ご回答ください。
⇒⇒H市・J市では滞納からの連携。
⇒⇒他の手段への対応も備え（当市では別段預金を利用しての納付がある）、
延滞金の計算日を変更できること。（K市）
【確認】「別段預金」とは何か（K市）。
⑤
a)納付方法別、納期内納付の統計については、統計の項で議論とする（E市）
b)差押や公売による充配当データを滞納システムから連携して消し込める機能
があるとよい（オプション）（J市）
⇒要否と理由をご回答ください。
【確認】④⑤を踏まえ、他の構成員に滞納からの連携の必要性について確
認。
【提案】滞納からの配当充当データの取り込みをオプションと定義して差し
支えないか

⑥標準仕様の記載としては、契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのイ
ンターフェース調整は必ず行う、というような記載でよいか。
⇒⇒構成員として問題なし
【提案】たたき台に必須機能として追加する。

0 2.1.2.

取り込んだ納付データの照会・修正ができること。
修正は、収入日、領収日で抽出し、納付の取消・修正が
できること。また、期間を指定し、修正履歴の一覧が抽
出できること。

2.16

9.2.1.2　消し込み処理前に取り込んだデータの各項
目を修正できること
9.2.1.2　納付履歴の修正・取り消しができること。
分冊、会計日、領収日で抽出し取消・修正できるこ
と。
9.2.1.2　納付履歴の修正・取消をした前後の履歴を
確認できる、チェックリストが更新処理前に出力で
きること
9.2.1.2　期間を指定した上で納付履歴修正一覧の抽
出をすることができること

44　オンラインで消し込み用データを入力し、消し
込み処理する機能があること
46　入力した消し込み情報に矛盾があるときは、エ
ラー内容を修正し、継続できること
104　納付情報をオンライン入力で修正する機能があ
ること

また、個別更新、管理（参照、登録、修正、削除）
もできること。

OCRの読み取りエラー、パンチミスの訂正
などの対策として、消込前に納付データを
修正するための機能は必須と考えていま
す。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)抽出条件としては、収入日、領収日に加えて、税目での抽出も必要。（E市）
⇒他の構成員においても、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒税目は必要（D市、I市）
⇒⇒通知書番号、納付区分、調定年度、会計年度が必要（I市、K市）
【確認】上記が不要な構成員がいるか、確認
【提案】抽出条件に必須機能として追加する
⇒⇒差押等の収納が混じらないようするため収納種別での抽出も必要だと考え
ます。（H市）
【確認】差押等の収納はどのように管理されているか（H市）。他の構成員は
どうか

b)件数が多いため、通知書番号による抽出が必要（K市）
⇒他の構成員においても、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒通知書番号ではなく、済通を一意に特定する番号が必要（K市）
c)納付データのレコードを指定して個別に修正できる機能が必要（I市）
⇒他の構成員においても、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒通知書番号ではなく、済通を一意に特定する番号での検索・修正が必要（I
【提案】済通を一意に特定する番号の管理と、それによる抽出をオプション
機能としてたたき台に加える。

d)一般納付（ＯＣＲ・パンチ）や共通納税収入分については、消込処理前に、
収入集計表が出力できること（F市）
⇒使用目的をご回答ください。他の構成員においても、要否と理由をご回答く
ださい。
⇒⇒財務会計と数字を併せるために必要（C市）確認用に必要（D市）現金との
消込数字の整合性チェックに必要（F市）とあり、必須にしてはどうか。
⇒⇒一方、データ登録前に金融機関等からの報告された金額と登録データの金
額を確認するこは業務上有益であるとは考えますが、アクセス等の外部ソフト
を使用することで事足りるため標準仕様に入れるべきとは考えません。（H市）
【提案】消込処理前の収入集計表を必須機能としてたたき台に追加する。

e)修正した情報を基に確定延滞金についいても自動的修正される機能が実務的
に必須と考える。
⇒2.1.10の記載で十分かご回答ください。
⇒⇒賦課情報等が修正された場合、修正後の情報を基に確定延滞金についても
自動的修正される機能を備えること、が必要（E市）
【事務局】延滞金の項4.1.2で検討

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

1/13



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 2.1.3.

消込処理前に、消込データのエラーチェックを行い、論
理矛盾がある場合はエラーとなること。
エラーチェック結果を期間指定により照会できること。

2.16

【収納取込】
60.収入額と調定額の不一致、消込対象データなし、
納期不一致などのエラー（以下消込エラーという）
にかかわらず、収納情報を取込めること。
【エラー対象者照会】
62.消込エラーの対象者をｵﾝﾗｲﾝ（画面）より照会で
きること。
【エラー一覧出力】
63.消込エラーデータ一覧の出力ができること。

【消込情報論理チェック】
80.作成された消込情報から、税目・年度・期別等の
論理チェックを行う。論理チェックエラーとなった
ものも含め、消込用ファイルに格納する。

【一括消込】
81.消込用ファイルをもとに、一括消込処理を行う。
消込先がなくエラーとなったものは、消込エラー情
報に出力する。本税完納かつ督促手数料未納となっ
たものは、消込結果リストに出力する。

9.2.1.2　消込キーが一致しない場合にはエラーリス
トが出力されること
9.2.1.2　納付額、調定年、事業年度、申告区分が一
致しない場合にはエラーリストが出力されること。
法人市民税の該当者のみがチェックできること。
9.2.1.2　法人市民税システムにて入力をした申告延
長の法人事業者についてはエラーリストから除外で
きること
9.2.1.2　二重消込が発生した場合には、エラーリス
トが出力できること（MPN、クレジット）
9.2.1.2　不納欠損となっている該当者については、
時効リストが出力できること
9.2.1.2　消込をした納付額と調定額に過不足があっ
た場合には過不足一覧が出力できること

調定なし異動 収入エラー更正
87.画面にて一覧表示された「消込エラーデータ」を
選択し、内容を確認しつつエラー項目を直接訂正す
ることで、そのまま消込処理が行なえること。

調定なし異動 法人調定なし
88.法人住民税における申告無し（調定なし）入金
データを画面上で確認ができること。

調定なし異動 仮消込異動
89.画面上で仮消込データの「追加」「修正」「削
除」ができること。

口座振替結果取込処理 収納消込処理
147.エラーリストとして、納付書データエラーリス
ト・分納誓約分データエラーリスト・口座振替デー
タエラーリスト・重複データエラーリスト・ＤＢ突
合せチェックエラーリスト・重複データ（分納分）
エラーリスト・ＤＢ突合せ（分納分）チェックエ
ラーリストの発行ができること。

60　入力した消し込み情報に矛盾があるときは、エ
ラーとなること
61　エラーとなった消し込み処理の消し込み対象
の、消し込みデータとエラー内容をリストにして出
力すること
64　消し込み処理の対象に矛盾がある場合は、エ
ラーとなること

59:各種の仮消込データ時に消込エラーリストが作成
できること。
61:消込みエラー時に、税目ごとに消込みエラーリス
トが出力できること。
62:消し込みエラーとなった情報は、日時のfrom-
to、税目などで抽出できること。
63:前納納付書、前納口座納付への対応が可能なこ
と。前納くずれのエラーリストを作成できること。
75:時効になったレコードに対する消しこみについて
は、時効到来済み納付リストに出力して消し込みす
る、時効到来済み納付リストに出力してエラー状態
とするをパラメタにて選択できること。
76:過納リスト、不足リストについて、処理対象税目
に対する振替・還付口座の情報が表示できること。
77:過納リスト、不足リストについて、住登区分(住
登・住登外・死亡等)の表示ができること。
78:エラーリストを印刷する際は、整理番号、氏名、
住所、調定年度、課税年度、期別、領収日、公金
日、納付種類、死亡、振替口座、還付口座、振替口
座と還付口座の異動日を表記すること。また保険料
と延滞金について、それぞれ調定金額、既納付金
額、今回納付金額、未過納額を表記すること。

取込エラー分はエラーリストとして出力可能なこ
と。
※法人市民税で調定がない場合など

エラーを洗い出し、情報の精度を担保する
ため、消込前に調定データと突合してエ
ラーを取り除くための機能は必須と考えて
います。

＜検討事項＞
①前納納付書、前納口座納付、前納くずれ　の運用について確認
（H市の運用）
②時効の調定に対する納付について、システム上対応が必要な事
項はどのようなものになるか（H市の運用の確認）
③エラーチェックとして、論理エラーチェック以外に実装すべき
機能はあるか。
④その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)前納納付書、前納口座納付、前納くずれ
⇒運用についてご回答ください（H市の運用）。
⇒⇒全納が正しい。過去の報奨金があった時のなごりで全ての納期分を１枚の
納付書等で処理する機能のことで、納付書は消込データの作成方法で対応すれ
ばよいと考えますが、口座引き落としについては標準化するべきか他の自治体
（H市）
②
a)時効の調定に対する納付
⇒システム上対応が必要な事項はどのようなものになるかご回答ください（H市
の運用の確認）。
⇒⇒時効調定であっても完成の猶予中である可能性もあり、エラーで落とすべ
きではない（H市）
b)時効調定等、納められるべきではない調定に対しての納付はエラーとする必
要あり（D市）
⇒通常の過誤納処理では十分ではないのか、要否と理由を併せてご回答くださ
い。
⇒⇒過誤納としてあがれば問題ない。（現システムでは年度途中で時効をむか
えたものについては調定が落ちきっていないため消し込まれ過誤納明確になっ
ていない様子）（D市）
【提案】3.1.1の過誤納抽出条件に時効調定に対する納付を追加する。

③
⇒特になしでよいか。ある場合は、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒論理エラーチェックの中にはそれぞれの収納チャネルごとの金額チェック
も含まれているという認識でよいか。現物としての税収入金と一括消込データ
上の合計額が一致しないことはありえないため、金額チェックは必須。（K市）
【確認】「それぞれの収納チャネルごとの金額チェック」とは、何と何をぶ
つけているか確認（K市）

0 2.1.4.

エラーチェック後に消込データの修正ができること。
修正は、収入日、領収日で抽出し、納付の取消・修正が
できること。また、修正内容が確認できること。

2.16

【エラー修正】
64.ｵﾝﾗｲﾝより消込エラーデータの修正ができるこ
と。
【エラー分消込処理】
65.バッチ一括処理で消込エラーとなったものを表示
する。納付書と照らし合わせて誤りを修正し、再消
込処理を行う。納期前延滞金があり、消込を受けて
完納になった場合、納期前延滞金を再計算する。
【旧納付書コード変換】
78.OCRで読み込んだデータ・パンチ入力データのう
ち、合併前旧市町村納付書のコードを本システムの
コードに変換する。

9.2.1.2　エラーデータの修正ができること
9.2.1.2　修正後、消込処理ができること。消込は一
括・個別での処理ができること
9.2.1.2　修正後、対象者、修正事項について、修正
前後の確認ができる修正済ﾘｽﾄが出力できること

調定なし異動 収入エラー更正
87.画面にて一覧表示された「消込エラーデータ」を
選択し、内容を確認しつつエラー項目を直接訂正す
ることで、そのまま消込処理が行なえること。

ＯＣＲ消込 収納消込処理
115.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行
えること。（消込エラー分については、オンライン
画面から照会、修正、消込が可能）また、消込エ
ラーが無い分については日計明細情報に登録を行い
消込を行えること。いずれの場合でも、日計表には
集計されること。

その他異動 完納
111.完納分確認表を作成できること。

71:消込エラーデータが更正（税目、年度等の変更）
できること。

エラー把握とエラー修正が機能上結びつい
ていない場合、業務効率に影響するため左
記機能は必須であると考えます。
また、修正作業自体の状況把握のため、修
正内容についても確認が可能である必要が
あります。

＜確認事項＞
①完納分確認表、合併前納付書（D市）の運用について
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
完納分確認表、合併前納付書は特に運用していないとのこと（D市）。
②
a)件数が多いことから、通知書番号での特定が必要（K市）
⇒規模の大きな自治体で必要となる要件かご回答ください。
⇒⇒通知書番号により特定できる機能は必要と考える。規模の大きな自治体で
は、件数が多く、収入日、領収日のみでは検索が難しいのではないか。（E市）
⇒⇒通知書番号ではなく、日々連携されるOCRやパンチの際に作成される領収済
通知書ごとのデータに付番された管理番号。OCRやパンチのみで当市が約3000件
～15000件以上のデータがあるので、必要な都市は他にもあると想定される。
（K市）※通知書番号ではなく、済通を一意に特定する番号
【確認】E市の通知書番号とはK市（済通を一意に特定する番号）と同じもの
か（E市）
【提案】済通を一意に特定する番号での修正をたたき台に追加

※H市は消込データの修正はシステムの外で行っている運用

0 2.1.5. 消込処理

一般納付（OCR・パンチ）の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。

窓口納付で納付があった場合、仮消込の登録ができるこ
と。
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【OCR・パンチ入力データチェック処理】
79.OCRで読み込んだデータ・パンチ入力データを収
入日・入力区分毎に集計し、入力データ別集計表を
作成する。

【仮消込機能】
88.消込データを仮に（更新せずに）消込み、事前に
過誤納や、消込先の誤りなどの確認を行うことが可
能。
【仮収入機能】
89.窓口納付で住民が収めた際、仮収入の登録を行う
ことで、納付書発行～金融機関～納付データ～消込
までの間、納付があったことを確認することが可
能。
督促状発行時には、仮収入として登録された納付分
を加味した未納額を出力することが可能。

9.2.1.2　OCR分冊番号（OCRヘッダー毎の任意の領収
済通知書の束）ごとに分冊別集計表を出力できるこ
と

ＯＣＲ消込 ＯＣＲ日次決算処理
113.収入日計表を作成し、消込エラーが発生した場
合には、法人住民税以外の科目については収納消込
エラーリスト、法人住民税については法人調定なし
収納リストを作成できること。

その他異動 完納
109.収納マスタから対象データを抽出し、完納分の
ファイルを削除できること。

82 給与特別徴収の納税通知書に付く納付書の情報で
消し込みされること
83 再発行納付書など、納税通知書に付く納付書以外
による納付の消し込みデータで消し込みする機能が
あること
84 調定額と納付額が一致しない納付を、リスト等で
確認する機能があること
85 給与特別徴収の従業員異動届提出を催告する帳票
が出力できること
※調定額と納付額が一致しない対象を出力する想定

一般納付分について、委託業者及び会計部署で集約
された収納データにより消し込みができ、納付履歴
（収納日・領収日・金額・延滞金・納付方法）を管
理（更新）できること。

納付書による納付データを消し込むため必
須機能であると考えます。

＜検討事項＞
①市役所窓口納付分の仮消込登録の必要性について
②後述のコンビニ速報データも含め、これらのデータの活用方法
について（証明書への記載、督促止め等）
③その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・従業員異動届（E市）の運用について確認
・法人調定なし収納リスト（D市）の運用について確認

①
a)窓口納付分の仮消込登録
⇒各構成員は、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒C市・J市は必要となる意見
【提案】たたき台の緑を黒字化する
b)窓口納付⇒領収書発行⇒仮消込の機能がある（K市）
⇒他の団体でも必要となる機能か、要否と理由を併せてご回答ください。大規模自治体固
有要件か、理由を併せてご回答ください。
【確認】領収書のシステム出力後に自動で仮消込になるということか。この機能は必須
であるか。（K市）
②
a)速報・仮消込は、督促止め・納付書再発行抑止に利用
→2.1．13に反映
③
a)手動で収納履歴を登録できる機能が必要（H市）
⇒どのような場合に使用する機能かご回答ください。他の構成員においても、要否と理由
をご回答ください。
⇒⇒OCRデータを登録できなかった場合などに必要（I市）
【確認】他の構成員でも必要となるか
※アクセス権限で登録できるユーザーを制御する必要はあるが、そのシステム単独でデー
タ登録する仕組みが必要である。（H市）
【確認】趣旨確認（H市）

その他：
・法人住民税の未調定消込については、2.1.11にて検討
＜確認事項＞
・従業員異動届（E市）の運用について、どのような運用かご回答ください
⇒⇒運用していない
【提案】たたき台には記載しないこととする。
・法人調定なし収納リスト（D市）の運用について、どのような運用かご回答ください。
⇒⇒共通納税で法人市民税の入金があった際、まだ調定ができていない場合のエラーリス
ト。それをもとに、後日調定がたってから保留になっていたデータの消込を完了する。（D
市）
【事務局】法人住民税の未調定消込については、2.1.11にて検討

0 2.1.6.

口座振替の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。
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【口座振替】
76.口座振替済み分の消込ができること。

調定・収納状況 調定履歴
47.税額更正履歴照会にて、納付履歴・還付履歴・口
座振替不能履歴の照会が表示件数に制限なくできる
こと。

口座振替結果取込処理 口座振替決算処理
146.指定した振替日の口座振替情報を振替済み状態
に更新し、収入日計表を作成し、消込エラーが発生
した場合には、法人住民税以外の科目については収
納消込エラーリスト、法人住民税については法人調
定なし収納リストを作成できること。

口座振替結果取込処理 収納消込処理
148.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行
えること。（消込エラー分については、オンライン
画面から照会、修正、消込が可能）また、消込エ
ラーが無い分については日計明細情報に登録を行い
消込を行えること。いずれの場合でも、日計表には
集計されること。

47　口座振替で引き落としができた情報から消し込
み用データを作成する機能があること

47  ××銀行口座振替サービス指定形式の口座振替
結果データを取り込み、消し込みできること
50 口座振替結果から正しく、消し込み等の必要な処
理をする機能があること
51 口座振替依頼後、口座振替結果の反映処理前に、
口座振替の情報を変更しても、変更前の情報どおり
口座振替結果から正しく、消し込み等の必要な処理
をする機能があること

19:口座振替の場合は、期別ごとにどの口座から引き
落としたか履歴が確認できること。振替不能となっ
た場合は、理由が確認できること。

口座振替分について、委託業者で集約された収納
データにより消し込みができ、納付履歴（収納額・
収納日・口振期別・口振全期・金融機関番号・支店
番号・口座種別・口座番号・口座名・振替不能理由
等）を管理（更新）できること。なお、口座振込分
消し込み時、既に納付されているものについては振
替不能者からは除くこと。

口座振替結果を消し込むため必須機能であ
ると考えます。
※詳細は口座の項にて

― a)口座引き落としは納付方法のひとつであるだけなので個別に機能として記載
する必要はないのではないか（H市）
⇒一般納付、コンビニ、口座などチャネルごとに消込をやっている場合を想定
し、記載している。
⇒⇒引き落とし可否の結果ら消込データを作成できればよく、消込データの仕
様に納付方法の項目を入れておくよう要件整理する問題ではないかと考える。
（H市）
【確認】統合的な収納データの消込について、別途要件化することとするの
はどうか（H市）。

b)消込結果の集計も納付方法を指定して集計できるよう包括的な機能して指定
するべき（H市）
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒納付方法別の集計は、決算事務を進める上で、必要となる場面が多いの
で、H市の意見に賛同する（E市）
⇒⇒収納機関ごとに手数料を支払う必要があるためその集計が必要と考えた。
（H市）
【確認】2.1.16の収納チャネル別の集計で充足するか

0 2.1.7.

市町村民税年金特別徴収の消込処理ができること。
年金保険者毎に収入日を設定して、消込みが可能である
こと。
消込処理の結果、年金保険者別の納付額を集計できるこ
と。
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【特別徴収】
61.特別徴収の消込の場合、年金保険者毎に振り込ま
れる日にちが異なるため、振込み日に合わせた消込
みが可能であること。

9.2.1.2　年金特徴データ（市町村民税・道府県民
税）が取込できること
9.2.1.2　特徴データを基に分冊別集計表が出力でき
ること

住民税年金特徴消込 収納消込処理
123.住民税特徴消込は金融機関毎の納付書様式にて
ＯＣＲ読取りができること。

住民税年金特徴消込 収納消込処理
124.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行
えること。（消込エラー分については、オンライン
画面から照会、修正、消込が可能）また、消込エ
ラーが無い分については日計明細情報に登録を行い
消込を行えること。いずれの場合でも、日計表には
集計されること。

48　年金特別徴収ができた情報から消し込み用デー
タを作成する機能があること
49　年金特別徴収ができた情報から年金保険者別の
納付額を集計し表示する機能があること
※収入日を確定させるため、年金特徴結果通知デー
タから年金保険者別の納付額を知りたい（収納消し
込み前）

57:課税システムからのデータを基に消込みができる
こと。
(市民税システムから受け取る年金特徴消込み情報、
国保システムから受け取る年金特徴消込み情報、介
護システムから受け取る年金特徴消込み情報、後期
高齢システムから受け取る年金特徴消込み情報、介
護システムから受け取る代理納付情報等)

年金機構からの収納データにより消込処理ができる
こと。

市町村民税の年金特別徴収を消し込むため
必須機能であると考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)給与の特別徴収の場合は、一部納付時の納税者と紐づけ管理等も必要(H市）
⇒紐づけ管理とは、どのようなことができればよいか。
⇒⇒特別徴収を滞納して事業者が一部納付したとき、天引きされた元の納税者
が納税証明書をどうしてもとりたいとしたとき、残りいくら納付すれば完納に
なるかという場合を想定している。（H市）
【検討】6.2.4の証明書発行で検討

その他：
a)年金特徴だけ機能として記載しているのでしょうか？給与の特別徴収も機能
として規定する必要はないのでしょうか(H市）
⇒給与特徴の消込は、機能としては一般納付に包含されると判断しているが、
問題ないか、ご意見ください。
⇒⇒問題なし（K市）
【事務局】給与特徴は一般納付に包含する整理とする（たたき台に明記す
る）

b)調定額と納付額の不一致（I市）については、過誤納の項（3.1）で議論
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 2.1.8.

コンビニ納付の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。
本税と延滞金をそれぞれの調定に対して消込できるこ
と。

2.16

9.2.1.2　速報、確報が集計された集計表が出力でき
ること

50　コンビニ代行業者からのデータで消し込み用
データを作成する機能があること
51　コンビニ代行業者からのデータから、税目・振
り込み予定日別に納付額と納付件数を集計し表示す
る機能があること
※公金日を確定するために会計部門へ税目別の納付
額と納付件数を報告する（システム外であっても数
字がわかれば可）
52　代表的な複数のコンビニ代行業者のデータ形式
に対応していること

コンビニ納付分について、本税と延滞金を分けて消
込処理ができること。

コンビニ収納対応していない自治体もある
ため、オプション機能であると考えます。

※コンビニ収納代行業者によってインター
フェースが異なることが想定されるため、
レイアウト調整等は発生する想定です。

＜検討項目＞
①収入日単位の消込を行うために、システムで対応していること
があるか。
②LINEPay・PayPay等のスマホ払いデータは、コンビニ納付デー
タを扱う収納代行事業者から合わせて自治体に提出されると想定
されるが、システム側での対応はあるか。
③標準仕様の記載としては、契約相手方（収納代行業者、金融機
関等）とのインターフェース調整は必ず行う、というような記載
でよいか。

①
収入日単位での消込が標準でできていると判断。
②
a)スマホ払い
⇒以下の要件が必要となる認識でよいか、要否と理由を併せてご回答ください
（必須機能か、オプションか）
・納付区分として識別できるようにする必要がある。
・店舗コードを簡便に追加できる必要がある。
・領収書が納税義務者の手元に残らないため、車検用領収書を発行できる必要
がある。
⇒⇒上記でたたき台に記載する方向とする。（車検用領収書は証明書の間違
い）
⇒⇒店舗コードはメーカーコードが正しいのでは。（I市）
【提案】スマホ払いについて、上記に対応する旨を追加する

③
記載内容で問題なし
【提案】契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調
整は必ず行うという記載を追加する

その他：
上記でも記載したとおり収納方法の問題なので個別に機能とする必要はないと
考えます（H市）
⇒一般納付、コンビニ、口座などチャネルごとに消込をやっている場合を想定
し、記載しているが、問題ないか、ご意見ください。
【確認】統合収納については別項で立てることでどうか（H市）

【提案】コンビニ納付については、オプションではなくたたき台上必須機能
とする

0 2.1.9.

納付書発行データ（請求データ）をサービス事業者へ登
録できること。

クレジット、マルチペイメントネットワークの消込処理
ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。

クレジット払いの申込者・契約者情報の登録、参照、抽
出、修正等ができること。
また、一覧表を作成できること。

2.16

9.2.1.2　速報、確報が集計された集計表が出力でき
ること
9.2.1.2　速報、確報ファイルについても同時で消込
ができること

マルチペイメントネットワーク・クレジッ
ト収納分を消し込むため機能は、対応して
いない自治体もあるため、オプション機能
であると考えます。

※マルチペイメントネットワーク通信サー
ビスのASP事業者への納付書データの登録
の要件もここに包含。事業者によりイン
ターフェースは異なるため、レイアウト調
整などは発生する想定

クレジット払い情報の管理機能について
は、新規クレジット払い対象者の取込や削
除時に必須であると考えます。対応してい
ない自治体もあるため、オプション機能で
あると考えます。

＜検討項目＞
①標準仕様の記載としては、契約相手方（ASP事業者）とのイン
ターフェース調整は必ず行う、というような記載でよいか。

①
記載内容で問題なし

⇒⇒継続払い・都度払いの両方に対応していることを明記する。（K市）
【提案】クレジット・マルチペイメント対応は必須とする。継続払い・都度
払いについても明記する

【提案】契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調
整は必ず行うという記載を追加する

0 2.1.10.

消込処理により、納付額（本税・延滞金）が 新の状態
となること
消込処理により、延滞金調定額が確定・変更になった対
象者リストが出力されること。
消込処理により、調定額＞納付額となった場合は、延滞
金調定額の計算を行うこと

2.16

【一括消込】
81.一括消込データの延滞金計算対象の延滞金計算を
行い、延滞金納付状況リスト及び延滞金催告書を作
成する。

66　消し込みにより、収納情報の賦課納付額と延滞
金納付額が 新の状態となること
75　消し込み処理により、賦課納付額が賦課調定額
以上になった場合は、延滞金調定額の計算を行い、
収納情報を修正すること

69:消込時に、残確定延滞金が５００円以下の場合は
延滞金の自動カットができること。その際、パラメ
タによりカットするかしないかを選択できること。
(××市はカットしない、××市はカットする想定)

消込処理により、延滞金調定額が確定・変更になっ
た対象者リストが出力されること。

複数の構成員の仕様書で、消込完了後に納
付額が 新の状態での延滞金を計算する仕
様が記載されています。延滞金を適切に徴
収するのに必須機能であると考えます。

＜検討項目＞
①少額の延滞金の取り扱いについての議論（H市）
②調定＞納付額ではないか（E市）
③延滞金の納付書の発行処理はどのような運用が一般的か

①
a)延滞金の切り捨ては、税額2,000円以上（1,000円未満の端数切捨て）で、算
出延滞金額1,000円以上（100円未満の端数は切捨て）としている（E市）
⇒他の構成員も同様の方法でよいか、理由を併せてご回答ください。
⇒⇒上記で問題なし。地方税法第24条の４の２第２項及び第５項の規定に基づ
く計算方法。（I市補足）
【提案】延滞金は4.1.2で検討（※根拠条文は地方税法第20条の４の２）
②
a)延滞金の過誤納は納付額≧調定額で判断する。（E市）
⇒他の構成員も同様か、ご意見ください。
⇒⇒延滞金の過誤納」ではなく〇「確定延滞金」です。調定≦納付額となった
場合に、確定延滞金調定額の計算が必要と考えます。（E市）
【提案】緑字を、「調定≦納付額となった場合に、確定延滞金調定額の計
算」と訂正
③
a)延滞金の納付書については、個別発行が一般的な運用。ただし、規模の大き
いK市では自動計算・一括発行。I市でも、法人については一括発行している。
⇒他の構成員において、一括発行が必要であれば、要否と理由を併せてご回答
ください。
⇒⇒必要性という意見が多い。
⇒⇒滞納側の機能という意見もあり（E市、H市）
【提案】収納の機能として定義するが、滞納システムとして実装することも
許容する想定。機能の定義は4.で定義する。

その他：
a)実務上確定延滞金の確定・変更は対象者リスト出力ではなく自動的に行われ
るべき（H市）
⇒たたき台の記載では十分でないか、理由を併せてご回答ください。
⇒⇒確定延滞金の確定・変更が自動的に行われ、その対象者リストが出力され
るという趣旨であればたたき台の記載で十分。（K市）
【提案】上記内容を明記する

0 2.1.11.
調定がない
場合の消込

法人市町村民税において、調定情報がない場合において
も、消込処理ができること。
消込結果は法人税割、均等割に振り分けできること。
予定納税の額が、確定申告で決定した額との差額が生じ
た際、その差額が未納扱いとなること。

2.16

【収納情報管理】
36.法人市民税の収納額の振り分けは、法人税割、均
等割に振り分けできること。
予定納税後、確定申告で決定した額との差額が生じ
たときに、実際の未納額での表示となること。
37.法人市民税の未調定分納付額データを管理できる
こと。
【法人再消込処理】
83.法人住民税の消込エラーデータから再消込を行
う。
【法人再消込分延滞金計算】
84.法人再消込分の延滞金計算を行う。

9.2.1.2　システムにて調定が無い場合にはエラーリ
ストが出力されること

77 申告により賦課した情報が収納システムに反映さ
れるまで、その申告書に付く納付書での消し込み
は、保留または仮の消し込みがされること
78  保留された納付と、申告により賦課した情報
（事業年度の開始と終了、納付額、申告区分）が一
致した場合は、自動で消し込みされること
79 再発行納付書など、申告書に付く納付書以外によ
る納付の消し込みデータで消し込みする機能がある
こと
80 保留または仮の消し込みがされた納付を、リスト
等で確認する機能があること
81 保留または仮の消し込みがされた納付の情報を、
修正する機能があること
71　収納情報が存在しなかった消し込みが、過誤納
付または保留または調定情報を作成しての消し込み
のいずれかになること

64:申告税について、調定情報の取込み前(調定無し
データ)に対する消込みは仮収納(消込みエラーとは
別管理)として管理できること。
65:申告税の調定なし納付分について、帳票または
データにて確認ができること。

法人市民税において、調定がない場合でも納付デー
タの取り込みができること。
調定がない場合の取込データは各法人の画面で確認
できること。

法人市町村民税は申告に基づくため、調定
情報がない状態での消込ができる機能が必
須であると考えます。
課税側からの連動が間に合っていない場合
や見込み納付の場合などが想定されます。

＜検討項目＞
①調定のない収入についてどういった運用を想定しているか

（想定の例）
・保留扱い／仮消込み状態にする
・強制的に消込

②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)保留扱いにして調定が連動されたタイミングで消込される運用が多い。F市で
は０円調定として消込み、調定連動後に消込（紐づけ）をしている（F市）。
⇒たたき台の仕様で問題ないか、ご回答ください。
b)E市では、完全な納付誤りについては、0円調定で消し込んだうえで還付して
いる（E市）。
⇒このような運用は他市でも同様か、要否と理由を併せてご回答ください。
c)調定もないということは、収納システムで納付書も発行していないというこ
とで、会計システム側で入金しておき、後日調定時に収納システムに消込すれ
ばよいため、必須機能とはいえないのではないか（H市）
⇒このような運用は他市でも同様か、要否と理由を併せてご回答ください。
⇒⇒納付誤りについて、履歴を要しない場合は、財務会計システムでの還付で
十分（D市・I市）
⇒⇒納付誤りについて、証明発行を要するケースの考慮など、なんらかの管理
方法が必要（E市・J市・K市）
【確認】E市に納付誤りのデータを管理する方法について確認
②
a)市県民税普通徴収分について（E市）
⇒国外転出の方の予定納税など、法人住民税以外でもケースとしては想定され
るか。その場合、システム上対応が必要な機能はあるか、ご回答ください。
⇒⇒「市県民税普通徴収分の予定納税件数がどの程度か」「予納額をどのよう
に集約するか」は自治体によって状況が異なると思われる。法人市民税を想定
して定めた機能が法人住民税以外にも応用できるのが望ましい。当市には調定
なしで納付額のみを仮消込できる機能はなく、仮で０円調定作成し消込で対応
している。（E市）
⇒必須ではないという意見（J市・K市）

b)法人市町村民税の見込納付について（E市）
⇒納付情報から調定を自動作成される機能は必須であるか、ご回答ください。
⇒⇒共通納税の普及を考えると必須とすべきでないか。（E市）

【確認・提案】調定がない場合の消込パターン（別表）について、どのパ
ターンが良いか 確認して機能要件を決める
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D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
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対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 2.1.12.

市町村民税退職分離課税分は、納付額＝調定額として調
定情報を作成して、消込を行えること。

2.16

35.個人住民税特徴・退職所得分の納付額を管理でき
ること。

【対象帳票】
・特徴退職者収入リスト

（特徴退職者収入リスト）
・収入年月日で期間指定し抽出できる

228:住民税4月～3月の退職所得分の収納情報の集計
リスト出力及び集計明細のデータ出力

個人市民税（特別徴収・普通徴収）について、住民
税システムの賦課情報と収納台帳で作成した調定が
更新処理の際連動すること。（課税更新日前の納付
対応できること。）

収納側での退職分離分の取り扱いについて
は確認が必要と考えます（右記）。
一般に、調定額がない状態で納付されるも
のと考えられます。

＜検討項目＞
・退職分離所得が判明した場合の運用について、どのような運用
が一般的か

納付額＝調定額とみなして調定を自動で立てる運用と、あくまで課税側での入
力・連携の運用の2通りが想定される。
⇒標準仕様としては、たたき台の記載で問題ないか、ご意見ください。

⇒⇒調定情報を任意のタイミングで立てる機能も必要（A市）
⇒⇒誤りを防ぐため、課税側からの連携とすべき（C市・K市）
【確認】E市に、C市のような間違いが分かった場合の対処方法について確認

0 2.1.13.
コンビニ速
報/MPN速報

コンビニ収納・マルチペイメントネットワーク収納の速
報データを取り込み、管理（参照）できること。

2.7

【コンビニ収納】
57.コンビニ収納の速報分・確定分の取り込みができ
ること。
58.コンビニ収納の速報分・確定分の照会ができるこ
と。
【コンビニ収納】
85.コンビニ収納分の消込ができること。
【コンビニ収納】
107.コンビニ収納は、速報・確定データを加味して
未納額を表示する。

53　コンビニ速報を、納付情報を確認する処理（証
明・滞納・収納）で、納付されていることがわかる
こと
54　コンビニ確報を、納付情報を確認する処理（証
明・賦課・滞納・収納）で、納付されているとして
扱えること
55　コンビニ速報・確報を、納付情報を確認する処
理（証明・賦課・滞納・収納）へ情報を連携するこ
と
56　複数のコンビニ代行業者から、同日にデータが
連携されても正常に処理可能であること
※代行業者が変更したときに、旧代行業者用バー
コードの有効期限まで混在がありえる。対応できる
こと

25:コンビニ収納や振替ＭＴ、マルチペイメントなど
について、速報・確報データを加味し、下線や色の
変更などで仮消し状態がわかるように未納額の表示
ができること。
79:株式会社MUTBO(または収納代行会社)から受け
取ったコンビニ等での収納データをもとに速報、取
消、確報が管理できること。収納データについて、
××市と××市でレイアウトが異なっても対応でき
ること。取消について確認のために速報取消チェッ
クリストが出力できること。仮消込エラー時に確認
のために速報エラーリストが出力できること。
80:仮消込情報上のデータを集計し、財務納付書作成
リストが作成できること。
81:仮消し込みの中で速報状態で本消し込みまたは取
消が指定した日数以上こないものの確認ができるこ
と。
(速報後、確報または取消が来ない時に対応するた
め)
83:仮消込情報の確報分に対して、収納代行会社から
自治体への支払いが確認できた送金予定日のものを
抽出し、本消込のデータが作成できること。
84:本消し込みを行った際、仮消込情報を確報状態に
できること。
85:速報データが来てから確報のデータが来る間に、
税額更正等で調定額に変更があった場合でも、正常
に消込みができること。

速報の取り込みについては、複数の構成員
の仕様に記載されています。一方で、速報
データの取り込みに対応していない自治体
もあるため、オプション機能であると考え
ます。

＜検討項目＞
①速報データの取り扱いについて、仮消込状態にする運用が一般
的か。
また、そのデータはどのように活用されるか。（想定としては、
督促の発布止め、などが考えられる）
②速報で取り込んだ金額は、証明書の納付データには反映される
のが一般的か。反映すべきでないデータとなるか。

①
速報は取り込んだ上で、督促・催告の発布止めに活用
②
反映する団体、反映しない団体で二分される。
⇒各団体の取り扱いについて、ご回答ください。
⇒標準仕様としては、パラメータ等で反映有無を設定できる、で問題ないか、
ご意見ください。
⇒⇒上記で問題ない。
⇒⇒金額を変更して発行する機能は必要（K市）
【提案】速報の証明書の反映有無はパラメータで選択できるようにする。発
行時の金額変更もできるようにする。これらについては証明発行の項
（6.2.6）で要件化する。
【提案】速報取込は必須の要件とする

0 2.1.14.

速報データに対する取消データが連携された場合は、速
報データを削除できること。

2.7

82:仮消込情報について、任意の状態(速報、確報、
取消)に変更できること。
(速報後、確報または取消が来ない時に対応するた
め)

取消データが届いた場合は速報データの削除が可能
なこと。

同上。
確報が届く前に速報データが連携される運
用は想定されると考えます。

追加の論点無し
【提案】必須の要件とする

0 2.1.15.
消込エラー
抽出処理

消込処理でエラーが発生した場合、年度・科目・期間指
定をして収納消込エラーのリストが出力できること。
エラー修正後、再消込処理ができること。

2.7

ＯＣＲ消込 ＯＣＲ日次決算処理
113.収入日計表を作成し、消込エラーが発生した場
合には、法人住民税以外の科目については収納消込
エラーリスト、法人住民税については法人調定なし
収納リストを作成できること。

データ抽出機能 データ抽出機能
186.年度・科目を指定して、１円以上納付があって
調定額と不一致データの一覧表が作成できること。
また、ＣＳＶデータとして出力できること。

72:指定された年月の、消込エラー収入金の修正内容
に関する集計表と一覧表が帳票またはデータにて確
認ができること。
73:消込エラーとなったものについては一覧表示を行
い、納付書と照らしあわせて誤りを修正し、再消込
処理を行う。年金特徴エラーについては調定情報と
照らしあわせて、再消込処理を行う。

任意の日付で各税目の税額等不一致、納付あり・申
告なし等のアンマッチリストを出力できること。

複数の構成員の仕様に、エラーリスト・ア
ンマッチリストの出力が記載されていま
す。消込処理での論理チェックエラーは、
業務の精度を担保する上で必須であると考
えます。

＜検討項目＞
①エラーチェックの種類について、論理チェック以外に必要な種
類はあるか
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)エラーチェックの種類について、論理チェック以外に必要な種類はあるか
※論理チェックはデータ不整合などを防ぐためのエラーチェックを想定
【確認】業務上チェックすべきエラーが他にないか

b)エラーが即時に修正できず、消込ができなかった場合に、仮収納未更正リス
トが自動で出力され、エラー分の把握・管理ができる（F市）
⇒どのようなケースが想定されるか。
⇒⇒特徴の調定が収納側に連携される前に納付があった場合（調定がない場
合）や　時効到来済であった場合など、即時に消込ができないケースが発生す
る。（F市）
⇒⇒収納キーが一致しないケース。（一括消込の際に、個別の消込ができな
かった場合は、不一致情報としてリストであがっている。）エラー分について
管理番号を付番。管理番号により、情報を照会、修正できること。（K市）
【確認】過誤納処理（3.1.1）で抽出できれば十分であるか（F市）
【確認】エラー結果がDBに格納されて、管理番号から照会できるということ
か（K市）。他の構成員も同様か。

c)調定なしの期別に納付あり・本税未納額がある状態で延滞金額の納付あり（I
市）
⇒消込としては正常に消し込まれてよいが、確認を要する対象という理解でよ
いか。エラーとしてはじく必要があるか。
⇒⇒確認対象として把握できる必要（E市・I市・K市）
【確認】過誤納処理（3.1.1）で抽出できれば十分であるか

0 2.1.16.
日計/月計表
作成

収入日・会計年度毎に科目毎の収入金の集計表（日計
表）の確認ができること。現年・過年・繰越での抽出が
できること。
本税・督促手数料・延滞金の内訳が確認できること。
収納チャネル別の内訳が確認できること。

収入日・会計年度毎に科目毎の収入金の集計表（月計
表）の確認ができること。現年・過年・繰越での抽出が
できること。
本税・督促手数料・延滞金の内訳が確認できること。
収納チャネル別の内訳が確認できること。

2.17

【収納情報管理】
33.税料別（本税・督促・延滞金）の日計表、月計
表、年計表を任意の日を設定し作成できること。
【日計確認】
67.収納日・会計年度毎に税目毎の収入金（本税・督
促・延滞金）の集計表（日計表）の出力ができるこ
と。
【日計明細】
68.日計の明細が確認できること。
69.帳票の出力ができること。
【月計確認】
70.月計関係の帳票(収納実績表)が出力できること。
これらの帳票について、任意の収納日を指定して、
出力ができること。（指定月の調定、収入、還付、
充当）
【年計確認】
71.年計関係の帳票が出力できること
【月計表】
204.指定月の調定・収入・還付・充当状況を集計す
る。日計表とのチェックに使用する。
【日計集計表作成】
206.更新された収納ＤＢから、日計情報を集計して
リストにする。賦課システムがなくオンライン消込
した税目の集計確認や、月ごとの消込結果確認に使
用する。

9.2.1.2　消込データを基に日計表が出力できること
9.2.1.2　消込データを基に銀行別の銀行受入日計表
が出力できること

【対象帳票】
・収入日計・月計表
・収入集計表
・税目別集計表（速報、確報、速報取消の集計）

（収入日計・月計表）
・期別ごとに抽出できる
（収入集計表）
・会計日、領収日で抽出できる
・本税、延滞金別で集計できる

・住基異動者一覧表（転出、死亡、消除等）

調定・収納状況 日計表
57.指定する日計日の収入状況の集計を行い、会計年
度・科目・日計日ごとの金額が画面上で照会できる
こと。また、画面より日計表を印刷できること。

58.月計表を作成できること。

還付・充当異動 通知処理
103.還付日計表が作成できること。

ＯＣＲ消込 収納消込処理
115.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行
えること。（消込エラー分については、オンライン
画面から照会、修正、消込が可能）また、消込エ
ラーが無い分については日計明細情報に登録を行い
消込を行えること。いずれの場合でも、日計表には
集計されること。

住民税年金特徴消込 収納消込処理
124.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行
えること。（消込エラー分については、オンライン
画面から照会、修正、消込が可能）また、消込エ
ラーが無い分については日計明細情報に登録を行い
消込を行えること。いずれの場合でも、日計表には
集計されること。

163　日計：消し込み集計と、実際の収入の一致を確
認（税・料の入金間違いや収入日等の設定ミス）す
る目的の帳票が出力されること
　収入日別に、科目（地方自治法施行規則第１５条
別表）・課税年度・期別・納付種類別の収納金額と
件数　があること

164　月計：　収入日別に、税目別（地方自治法施行
規則第１５条別表）・現年滞繰別の収納金額と件数
の情報が得られること
　確定した収入情報として財務会計へ入力する為の
情報であること

58:各種の入金データを収入日・入力区分毎に集計
し、入力データ別集計表が作成できること。
56:各市の指定する任意の科目について取込みができ
ること。
××市:税(国保含む)
××市:税、国保料、介護、後期高齢
60:各種の仮消込データから本消込データを作成し、
入力データ別集計表が作成できること。
74:日計表の作成ができること。
会計(税目)ごとに日計表が作成できること。
納付種別(コンビニ、銀行、口座等)の内訳が確認で
きること。

229:任意指定した収入日期間に発生したゆうちょ銀
行、コンビニ収納代行会社に対する支払手数料を算
出する基本資料のリスト出力とその明細データ出

日次/月次消込処理後に、日計／月計表を作成できる
こと。
（紙及びcsvでの出力が可能なこと）

会計部門に日計・月計を報告するため必須
であると考えます。

＜検討項目＞
①金融機関別の集計は一般的な運用か
②納付（公金口座に入金されている）されているが、消込されて
いない金額の日計表における取り扱い
③日計については即時（当日中）に出力する必要があるか
④日計として確認すべき項目は必要十分であるか
⑤その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・還付日計表は、一般的な運用か
・手数料計算をシステムで行うのは一般的な運用か（H市の運
用）

①
a)金融機関別集計は、必須ではない構成員が多数。
⇒不要又はオプション扱いでもよいか。
【提案】不要とする。
②
a)日計表への反映は必要と不要で二分される。
⇒標準仕様としては、消込済み、未消込、総合計の日計の計算がなされれば必
要十分か。
⇒⇒会計科目別の内訳が必要（K市）
⇒⇒収入日は公金日という定義でよいか（H市）
【確認】会計科目の内訳はどのような単位か（K市）
【確認】公金日は、市の金庫に入金された日か（H市）
【提案】たたき台としては、収入日（公金日）単位で消込済み、未消込、総
合計の日計の計算ができるようにする。
③
a)消込後の即時出力は必要である構成員が多数。
⇒要件化するということでよいか。
【提案】上記の通りとする。

b)データ反映タイミングを考慮した、日付指定の出力（E市）
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒遡って修正後、再出力運用あり（I市）
【確認】他の構成員でも日付指定の出力は必要か

④
項目としては問題ない
⑤
・月計表について、出納閉鎖期間中は両年度（旧年度・新年度）とも出力でき
ることが必要（I市）
⇒出納「整理」期間のことか。たたき台の記載で問題ないか。
⇒⇒上記の通り。現行システムで対応できていない。（I市）
【提案】出納整理期間中の上記の要件を必須で追加する。

・月計表について、月・会計年度、科目、現年・過年・繰越ごとに調定額、収
入額、過誤納額、還付額、不納欠損額、執行停止額、準未済額を確認してい
る。月計表を会計年度ごとに累計した累計表を作成（K市）
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒準未済額でなく純未済額。訂正。（K市）
【確認】純未済額とは何か。（K市）

＜確認事項＞
・還付についても、件数・金額が集計される日計表が必要（D市）
⇒還付処理の帳票では不十分ということか。どういう用途か。
⇒⇒日計表としては集計されたものでよい。ただし、システム上でその内訳
（収入増と還付充当減）が確認できたい。（D市）
【確認】収入増・還付充当減とは何か。これらを日計で確認する必要がある
か（D市）。

・手数料計算はシステム外での対応が一般的
⇒要件化は不要と整理するでよいか。
⇒⇒不要とする意見が多い。
【提案】手数料計算はたたき台にも記載しないこととする

0 2.1.17.

収入金更正等内訳（財務会計）：指定した期間（処理
日）別に地方自治法施行規則第１５条別表（現年滞繰別
科目別）の「どこの項目から」「どこの項目へ」収入金
を移したかの金額と件数の情報が得られること
　・税目及び現年滞繰の収入金誤りを修正（金額の訂
正）
　・違う科目等へ収入した場合の修正（科目・年度の修
正）
　・ある「税目・現年滞繰」から別の「税目・現年滞
繰」へ充当（科目別・年度別の収入金振り替え）
　・歳入から還付（科目別・年度別の収入金の支出）
　・歳入還付しようとしたが、還付できず収入金を戻入
（科目別・年度別の収入金の支出）
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収入状況日計表作成 収入状況日計表作成
149.収入状況日計表を作成できること。
150.収入状況日計表を作成できること（滞繰年度
別）。

日別収納一覧作成 日別収納一覧作成
156.収納履歴マスタを読み込み、日別収納一覧（法
人住民税以外）、日別収納一覧（法人住民税）を作
成できること。

帳票発行 収納消込実績表
157.収納消込実績表を作成できること。

データ抽出機能 データ抽出機能
170.指定した日計年月日の範囲で収納額、還付額、
充当元額、充当先額を集計した集計表が作成できる
こと。また、ＣＳＶデータとして出力ができるこ
と。

171.指定した科目と会計年度に該当する調定／収納
情報から調定、収納、未納、過納の件数・金額を集
計し収納率を算出した収納実績表が作成できるこ
と。また、ＣＳＶデータとして出力ができること。

172.指定した科目、基準日時点での調定／収納情報
から調定、収納、未納、過納の件数・金額を集計し
収納率を算出した収納実績表が作成できること。ま
た、ＣＳＶデータとして出力ができること。

165　収入金更正等内訳（財務会計）：指定した期間
（処理日）別に地方自治法施行規則第１５条別表
（現年滞繰別科目別）の「どこの項目から」「どこ
の項目へ」収入金を移したかの金額と件数の情報が
得られること
　・税目及び現年滞繰の収入金誤りを修正（金額の
訂正）
　・違う科目等へ収入した場合の修正（科目・年度
の修正）
　・ある「税目・現年滞繰」から別の「税目・現年
滞繰」へ充当（科目別・年度別の収入金振り替え）
　・歳入から還付（科目別・年度別の収入金の支
出）
　・歳入還付しようとしたが、還付できず収入金を
戻入（科目別・年度別の収入金の支出）

滞納繰越の報告に関する要件をE市をベー
スとして記載しています（記載内容が充足
しているため）。

＜検討項目＞
①滞納繰越に関して、左記要件で必要十分か

①
a)県への報告のため、歳出予算から還付充当した額について、「充当元の税
目」「課税年度」「充当した本税額」「充当した退職所得額」「充当した延滞
額」「充当した還付加算金額」の明細が必要（E市）

b)法人市民税については、還付充当時に「どの科目からどの科目へ充当するの
か」、「どの科目から還付するのか」といった科目別のデータと一覧表がシス
テムから出力される（データは財務会計システムに取り込んで使用する。）（I
市）

⇒他の構成員において、収納システムでやっているか、B市意見にあるように、
財務会計側で行う処理かご回答ください。収納側でやっている場合、どのよう
な処理ができればよいか、理由を併せてご回答ください。
⇒⇒財務会計での処理（B市・C市・D市・H市）
⇒⇒財務会計へ連携するデータ出力が必要（K市）
【確認】K市の機能は財務会計システムのインターフェースに合わせた作りこ
みであるか
※標準仕様の範囲の外として、外付け開発を許容する方向で整理する

2.2. 口座振替処理

4/13



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 2.2.1.
口座情報管
理

対象科目毎に、口座情報（個人（法人）番号、税目コー
ド、口振種別、金融機関コード、支店コード、口座種
別、口座番号、名義人氏名（カナ・漢字）、名義人住
所、振替開始日、振替終了日、口座申請日）を管理（参
照、登録、変更、停止）できること。

登録の際、登録履歴より参照作成ができること。
複数の科目で使用される口座がある場合、一括で登録・
修正ができること。

終了口座を含めて、履歴を管理できること。

5.2

【口座振替】
52.口座情報の管理ができること。
53.口座情報の新規追加,口座等の変更、修正、解
約、一時停止ができること
54.１口座で複数の税、料の登録がある場合は一括で
登録、修正をすることができること。

【口座・納税組合情報参照】
97.口座の履歴（終了口座を含む）について確認でき
ること。
【口座】
199.口座振替者の振替区分（期別等）、開始日、名
義人、停止日、終了日、金融機関等口座情報、処理
日を管理することができること。

【口座振替】
54.１口座で複数の税、料の登録がある場合は一括で
登録、修正をすることができること。

9.2.2.1　振替口座を税目毎に登録できること。口座
振替開始日、金融機関届出日、整理番号を入力でき
ること。
9.2.2.1　同世帯内の口座履歴を照会・参照作成でき
ること。
9.2.2.1　確認のための読み合わせリストが抽出でき
ること（日付、時間の期間で抽出可）

22　口座情報（金融機関コードまたは金融機関名、
支店コードまたは支店名、名義人カナ、口座種別、
口座番号、の口座に関する情報）を登録・更新・無
効にする機能があること
25　口座情報を無効に更新する機能があること
26 賦課根拠の単位で、口座振替の対象にする機能が
あること
27 同じ賦課根拠で、同じ納付義務者に賦課されてい
る場合は、翌年度も振替対象の情報が引き継がれる
こと
30　振替対象と口座情報を関連付けし、口座振替の
対象にする機能があること
31　非課税の場合でも、振替対象と口座情報を関連
付けできること
32　賦課システムで登録があれば（現状では賦課が
なく、次年度以降の賦課対象であっても）、振替対
象と口座情報を関連付けできること
33　有効な口座情報に、複数の振替対象を関連付け
できること
34　有効な振替対象に、複数の有効な口座情報は関
連付けできないこと
35　指定した口座情報と振替対象の関連付けを、無
効にできること
37　振替対象と口座情報を関連付けが、有効になる
日を、登録する機能があること
38　振替対象と口座情報を関連付けを、無効とする
日または無期限に有効、を登録する機能があること

32:口座加入状況を還付口座・振替口座および税目を
区分して表示できること。

258:金融機関へ口座振替手数料を払うため、任意の
期間を指定して金融機関／税目別集計および請求書
が紙とデータで作成できること。

対象科目毎に、口座情報（個人（法人）番号、税目
コード、口振種別、金融機関コード、支店コード、
口座種別、口座番号、名義人氏名（カナ・漢字）、
名義人住所、振替開始日、振替終了日、口座申請
日、発行停止フラグ（口座関連帳票の発行停止の利
用）、分納区分、備考等）を管理（参照、登録、変
更、停止）できること。

口座振替を実施するため、口座管理機能は
必須と考えます。

年度単位ではなく、停止または期限が到来
するまでは継続される考え方としていま
す。また、開始日を設定することで、将来
（未来）利用開始予定の口座を登録する運
用を想定してます。

＜検討項目＞
①口座情報として管理する情報項目は、中間標準レイアウト（住
登外：口座管理）の項目で必要十分か
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
問題なし（K市）
②
a)口座の一時停止機能（E市）
⇒停止とは異なるか。停止・停止解除のような運用で対応可能か？
⇒⇒廃止と停止を分けて運用する。（E市・J市）
【提案】廃止・停止を分ける旨をたたき台にも追加する。

b)賦課根拠の単位で、口座振替の対象にする機能（E市）
⇒「賦課根拠の単位」とはどういう意味か。例えば軽自動車の車両単位に口座
を紐付ける運用か？
⇒⇒以下、E市の運用。
固定資産税において、
・一人の方が単有でも共有でも所有→所有形態が賦課根拠の単位
・同じ所有形態でも複数の区に土地や家屋などを所有している場合→区ごとが
賦課根拠の単位
・軽自動車税については、車両ごとに賦課するが、義務者所有のすべての軽自
動車税を同一口座から振替する。（例）3台所有している場合、通帳記帳をする
と車両単位で3行印字される。
【確認】賦課根拠とは課税対象という理解でよいか？賦課根拠（課税対象）
の単位で異なる口座を設定できる機能が必要という理解でよいか？（E市）
他の構成員も必要か？

c)有効な口座情報に、複数の振替対象を関連付け（E市）
⇒複数税目という理解でよいか？
⇒⇒以下、E市の運用：
一つの税目について複数課税がある場合、全ての課税を口座振替対象とし、合
算ではなく課税ごとに口座振替情報を作成する。
（例）軽自動車税について口座振替を申し込んだ場合、納税義務者所有のすべ
ての軽自動車税に同一の口座が紐付けられ、車両単位で振替データが作成され
る。
【確認】他の構成員も同様の運用が必要か
d)振替対象と口座情報を関連付けが、有効になる日、停止となる日を、登録する機能（E
市）
⇒有効期間の設定という理解でよいか。どういう業務処理のためか。
⇒⇒以下、E市の運用：
指定した日から振替を開始したり終了したりできる機能の意味合い。振替開始通知前に振
替が開始されることを防止する。
【確認】たたき台の「振替開始日」・「終了日」の管理で必要十分か？（E市）
他の構成員も同様か？

e)固定資産税について、賦課根拠である、登記ごとの登録等管理（F市）
⇒物件単位の口座の紐付けの運用か？
⇒⇒賦課側が、本人分・共有分などにより異なる納税通知書番号を付番しているため、そ
の納税通知書単位での口座登録。（F市）
【確認】E市と同じ運用か？

g)通知書番号ごとの登録（K市）
⇒納税通知書単位に口座を変更できる機能か。
⇒⇒現在、納税義務者ごとの宛名番号に口座情報を紐づけています。固定資産税は、通知
書番号ごとに口座設定できるようにシステム改修しましたが、軽自動車税は通知書番号
（車両番号）ごとの紐づけが出来ないことでトラブルの原因にもなっています。（K市）
⇒市県民税、固定資産税は納税通知書単位で登録をするが、軽自動車税は、納税義務者所
有のすべての軽自動車税に同一の口座が紐付けられ、車両単位（通知書番号単位）で振替
データが作成されるので、税目によって機能をわけたほうがよい。（E市）
【確認】他の構成員も同様か？

f)口座名義人の識別番号欄（F市）
⇒どのような番号か。
⇒⇒宛名番号（F市・E市）
h)還付金振り込み口座の登録も必要(H市）
⇒3.3.8の記載で十分か。
⇒⇒問題ない。（H市）

0 2.2.2.

口座を指定し、誰のどの税目が振替対象となっているか
確認できること。

5.2

【口座・納税組合情報参照】
98.金融機関コード、口座番号など口座情報により検
索ができ、同一の口座を使用している納税義務者の
一覧を表示できること。

77 口座を指定し、誰のどの税目が振替対象となって
いるか確認できること
36　"口座情報と関連付けされている振替対象を、帳
票又は画面で一覧にする機能があること

同一の口座を利用している納税義務者の一覧を検索
できること。

同一口座の利用者を特定し、各種調査に利
用するため必須と考えます。

口座名義人死亡時に口座を止める必要もあり必須と考える（H市）
⇒2.2.12の記載で十分か。
⇒⇒問題なし（E市・H市）

0 2.2.3.

市町村民税や固定資産税の物件を指定し、どの口座で振
替対象になっているか確認できること。

納税通知書番号・納税義務者を指定し、どの口座で振替
対象になっているか確認できること。

5.2

75 市民税や固定の物件を指定し、どの口座で振替対
象になっているか確認できること
76 納税通知書番号を指定し、どの口座で振替対象に
なっているか確認できること
78 納税義務者を指定し、どの税目がどの口座で振り
替えられているか確認できること

固定資産税の所有者コードに変更が生じた納税義務
者について、既に登録してある口座情報での振替可
否を確認するためのチェックリストが作成できるこ
と。

複数の構成員の仕様に記載があることか
ら、課税根拠・課税客体から口座を調査す
るために必須機能であると考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)固定資産税の所有者コードに変更が生じた納税義務者について、既に登録し
てある口座情報での振替可否を確認するためのチェックリストが作成できるこ
と（新年度課税に際し、所有者変更、持分割合変更等により通知書番号が変更
になった納税義務者のうち、振替口座を登録しなおす必要のある対象者を抽出
する必要があるため）（I市）
⇒他の構成員はどのような運用をしているかご回答下さい。
⇒⇒相続等により納税義務者変更があった場合は、新しい納税義務者で新規申
込する必要あり。新規申込するまでの間は納付書で納付（C市）
⇒⇒課税側が義務者変更の際にチェックしている。リスト化機能希望。（D市）
⇒⇒収納側でのリスト出力ではなく、課税担当課からの依頼によって行ってい
る。新年度課税に際し、所有者変更、持分割合変更等により変更になった納税
義務者については、以前の口座情報を引き継がない運用となっているので、改
めて口座振替登録をしてもらっている。（E市）
⇒⇒同様のリスト（納税義務者（通知書番号）が変更になったリスト（口座情
報含む））を作成している。（J市）
⇒⇒新年度納税通知書作成前に「売買・相続等で所有者情報が変更したもの」
「現在口座振替中の納税義務者に、新たな賦課情報があるもの」（固定資産税
/2,3月）、「市県民税に口座情報があり、昨年度と新年度の区（行政区）コー
ドの違うもの」「市県民税に口座情報があるが、新年度課税がないもの」（市
県民税/5月）、「軽自動車税で納付書払いと口座情報が混在している納税義務
者」（軽自動車税/4月）のリストが、課税側から提供されます。固定資産税に
おいては、2月に発行されたリストで新年度課税処理するには間に合わないの
で、収納側のEUC機能を用い、類似のリストを作成し、口座情報の付替え処理を
しています。（K市）
【確認】課税側の機能として実装すべきか。機能としては口振対象者で、課
税対象の所有者が変更になったリストが出力できるという要件で問題ない
か。

0 2.2.4.
口座振替依
頼書作成

登録された口座情報に基づき、期別で口座振替依頼デー
タを作成できること。全期全納もしくは期別を指定して
できること。
振替依頼件数、金額が確認できること。

全銀協フォーマットで作成可能なこと。
金融機関別に作成できること。

5.6

【口座振替】
44.各税料の納期ごとに口座振替データを銀行（郵便
局）別に作成できること。
45.口座振替用ＦＤが作成できること。
47.宛名の口座情報を参照し、金融機関に送付する口
座振替依頼データを作成する。納期前延滞金も調定
額に含める。
48.口座振替MTデータを金融機関毎に併合して、口座
振替依頼MTを作成する。

【口座送付書】
収納システムで作成した口座振替依頼情報を入力に
して複数ファイルを1つにまとめる。

【口座振替】
77.口座振替用ＦＤを作成する際、当該納期分以外の
任意の期別明細を追加することが可能。
また、任意の期別明細を振替停止とする登録を行う
ことが可能。

【随時振替】
87.定期振替と別に、随時で口座振替依頼データを作
成することが可能（ 大6回/月）。

9.2.2.3　口座振替依頼データを税目ごとに納期限で
の抽出ができること。
9.2.2.3　金融機関毎、税目毎の抽出結果票が出力で
きること。

その他異動 口座振替異動
112.振替日を指定して、口座振替データの内容確認
が行えること。また、振替データの追加・修正・削
除が行えること。

振替データ抽出 口座振替データ抽出
136.口座振替対象の科目を特定し、全期前納報奨金
を算定し、口座振替情報を更新できること。

137.口座振替対象の科目、期別を特定し、口座振替
情報を更新できること。

138.口座振替対象の科目、納期限を特定し、口座振
替情報を更新できること。

139.口座再振替対象データを抽出し、口座振替情報
を更新できること。

口座振替ＦＤ・ＭＯ作成 口座振替ＦＤ・ＭＯ作成
140.指定フォーマットでの口座振替用ＦＤ・ＭＯを
作成できること（銀行用）。
141.指定フォーマットでの口座振替用ＦＤ・ＭＯを
作成できること（ゆうちょ用）。

データ抽出機能 データ抽出機能
175.歳入年度・科目を指定して、報奨金が交付され
たものの一覧表が作成できること。また、ＣＳＶ
データとして出力ができること。

41　指定した税目の期別または指定した税目の全期
別（全期全納分）で、下記の条件を満たす振替対象
未納額を引き落とす口座振替依頼データを一括作成
できること
※口座情報有効で、振替対象と口座情報の関連付け
が有効なこと
※振替対象の納期限が未来日であること
※振替対象の収納情報に未納分があること"
42　口座振替依頼データは、全期別の一括振替と期
別の振替をまとめて、一つのデータにすること
43　口座振替依頼データを、金融機関別にファイル
を分けて、作成すること
※××銀行口座振替サービス指定の形式"
44　金融機関別に口座振替依頼データの件数が確認
できる機能方法があること
※金融機関に件数を記載した送付票を送る必要があ
るため"
45　口座振替依頼データを××銀行口座振替サービ
ス指定の形式でファイル作成すること（全銀協指定
形式を固定長ＣＳＶカンマ区切り改行コードありと
した形式）
46　特定の金融機関（商工中金）は、紙で口座振替
依頼書を印刷すること

55 住民税普通徴収第１期または固定資産税第１期の
納期限のときに第１期～第４期を一括で振替する機
能があること

240:口座・収納情報より口座振替依頼データが作成
できること。
パラメタ等の指定により以下の2種類のレイアウトに
対応できること。
1.全銀協フォーマット(120バイト)
2.××市指定のレイアウト
(350バイト。義務者氏名のカタカナ、住所のカタカ
ナ、住所のバーコードがあるため注意。株式会社
MUTBOに委託している口座振替済通知書に使用するた
め。)
241:口座振替依頼対象者について各種帳票が出力で
きること。
(税目別で、対象者・対象者の引落依頼金額等を確認
できること)
また，税目，期別，金融機関別（ゆうちょ銀行は事
業主別）の金額，件数の集計表が作成できること。

登録された口座情報に基づき、期別で口座振替依頼
書（データ）を一括及び個別に作成できること。
全銀協フォーマットで作成可能なこと。

金融機関向けに振替依頼データを作成する
ため必須機能であると考えます。

データフォーマットは全銀協フォーマット
が標準であると想定されます。

＜検討事項＞
①全銀協フォーマット以外での振替は発生しうるか（紙帳票での
振替依頼など）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・納付前延滞金の運用について確認（B市）
・随時振替の運用について確認（B市）
・報奨金の運用について確認（D市）

①
・紙帳票での振替依頼について、システム対応（出力）の要否について、理由
を併せてご回答ください
⇒⇒C市では引き続き運用
【提案】全国的にはケースとして少なくなってきていると思われるため、た
たき台には追加しない方向で差し支えないか。

②
a)口座振替依頼データを、金融機関別にファイルを分けて作成すること（E市）
⇒たたき台の記載で必要十分か。
B)金融機関別に口座振替依頼データの件数が確認できる機能方法があること（E
市）
⇒たたき台の記載で必要十分か。
⇒⇒「口座振替依頼データ作成」「振替依頼件数・金額の確認」ともに、金融
機関別に行う機能が必要と考えているが、たたき台の記載が分かりにくく思え
る。
（例）「登録された口座情報に基づき、金融機関別に期別で口座振替依頼デー
タを作成できること。全期全納もしくは期別を指定してできること。
振替依頼件数、金額が金融機関別に確認できること。全銀協フォーマットで作
成可能なこと。」のようにたたき台を修正してはどうか？（E市）
【提案】E市提案の通り修正する

＜確認事項＞
・納付前延滞金の運用について、どのような運用かご回答ください（B市）
⇒⇒
・随時振替の運用について、どのような運用かご回答ください（B市）
⇒⇒納期限延長等の理由で定期振替以外の月に振替を行うこと。（B市）
⇒⇒不能事由「資金不足」のみ再振替にかけているが、様々な理由により、不
能事由が「資金不足」とならなかった場合などに、随時振替としてデータを作
成している。（J市）
【確認】システム機能としては指定した期別以外の随時振替の機能を追記す
ればよいか。他の構成員も必要か
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

＜確認事項＞
・納付前延滞金の運用について、どのような運用かご回答ください（B市）
⇒⇒
・随時振替の運用について、どのような運用かご回答ください（B市）
⇒⇒納期限延長等の理由で定期振替以外の月に振替を行うこと。（B市）
⇒⇒不能事由「資金不足」のみ再振替にかけているが、様々な理由により、不
能事由が「資金不足」とならなかった場合などに、随時振替としてデータを作
成している。（J市）
【確認】システム機能としては指定した期別以外の随時振替の機能を追記す
ればよいか。
他の構成員も必要か。

・前納報奨金は廃止済み（D市）

0 2.2.5.
口座振替停
止情報管理

口座振替依頼データ作成後の緊急依頼・停止を行うため
の依頼書が出力できること。

5.13

42.口座振替停止依頼書を作成できること。 ※おそらく当該処理は不要と判断された。 242:口座振替依頼後の追加・変更・取消に関し、以
下の依頼書発行が行えること。
　１．取消　→　取消依頼
　２．追加　→　追加依頼
　３．変更　→　取消依頼＋追加依頼
243:口座振替依頼媒体を作成してから納付のあった
もの、または賦課額が０円となったもの等について
抽出し、以下の依頼書が一括で作成できること。
　１．取消　→　取消依頼
　２．追加　→　追加依頼
　３．変更　→　取消依頼＋追加依頼

口座振替請求後に納付や口座取消があった分につい
て、期別毎に口座振替停止情報を管理（参照、登
録、修正、削除）できること。

システム出力は必須ではないと思われるた
め、オプション機能を想定しています。

＜検討項目＞
・各団体の運用・必要性について議論（必ずしもシステム対応は
必要ないと考えらえれる）

・K市では運用している。
⇒オプションとすべきか。
⇒⇒運用している構成員（J市・K市）は限られる
【提案】オプション扱いとして差し支えないか。

0 2.2.6.
口座振替結
果管理

（口座振替の消込後、）
振替結果を管理（参照、登録）できること。
振替結果の集計、手数料の集計ができること。
金融機関別の金額・件数の集計ができること。

5.16

【口座振替】
46.口座振替結果ＦＤの取り込みができること。
49.各金融機関から返却された口座振替依頼MTデータ
の税システム分を抽出し、ヘッダ情報のチェックを
行う。納付額を納期前延滞金と調定額に振り分けを
行う。

9.2.2.5　口座振替済・不能を含んだ結果データを取
り込めること。
9.2.2.5　振替結果集計表と、手数料集計表がそれぞ
れ出力できること。

口座振替結果取込処理 振替結果更新
142.口座振替ＦＤ・ＭＯ・ＭＯより口座振替情報に
振替結果の更新を行い、口座振替結果明細を作成で
きること。

144.口座振替ＦＤを作成しＦＤ再読込みを行って、
ＦＤの妥当性をチェックしますができること。

データ抽出機能 データ抽出機能
179.徴収月の範囲を指定して口座振替依頼件数に対
する振替件数の割合が分かる口座振替収納集計表が
作成できること。また、ＣＳＶデータとして出力で
きること。

48 口座振替結果を、「収納消し込み」「口座再振替
依頼」「口座振替不能」に分けて、処理を行えるこ
と
49 口座振替の結果の、科目別の引き落とし額と件数
を、金融機関別にリスト出力する機能があること

244：株式会社MUTBOからの以下の口座振替依頼デー
タ(結果)(税、保育、母子寡婦、介護、住宅、後期高
齢が1ファイルに入っている。)について、各市の指
定する任意の税目について取込みができること。
××市:税(国保含む)
××市:税、国保、介護、後期高齢
245:口座振替結果データより振替済・不納の判別を
行い、振替済分は消込データ、不能分は不能データ
が作成できること。
また、口座振替結果データの内容に基づき、金融機
関別口座振替一覧表が発行できること。

口座振替結果情報（振替済み/振替不能）を受け取
り、管理（参照、登録、修正、削除）できること。

収納状況を確認するため、口座振替の結果
の管理は必須機能であると考えます。

詳細については右記検討項目として挙げて
います。

＜検討項目＞
①金融機関への手数料算出のための帳票は収納システムで算出す
るのが一般的か？
②金融機関別の集計は日計とは異なるか
③その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・納期前延滞金の運用について確認（B市）

①
a)手数料算出のための帳票出力の要否は二分される。
⇒手数料を算出している場合、何の値を算出しているかご回答ください。
⇒⇒件数が把握できればよいという意見が多数
【提案】手数料の集計はたたき台から削除する
②
b)日計とは別に、振替ごとの集計が必要である（I市、K市）
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒。口振の消込は振替日＝日計日で運用している。実際入金になる日は金融
機関ごとにバラつくため金融機関ごとの振替結果が必要。（D市）
【提案】たたき台の記載で読めると整理（金融機関別の振替結果はたたき台
に記載しているため）
③
a)口座振替結果を、「収納消し込み」「口座再振替依頼」「口座振替不能」に
分けて、処理を行える。
⇒具体的にはどのような処理が必要となるか。（E市）
⇒2.1.6、2.2.7、2.2.10の記載で十分か。
⇒⇒以下、E市の運用：
2.2.7「振替結果が残高不足となった対象者のみ再振替データを作成できるこ
と」
【確認】不能対象者から残高不足対象者を抽出、という理解で問題ないか（E
市）。
【提案】2.2.7（次項：振替不能データの取り扱い）②aで対応
2.2.10「口座振替不能データが、期間・税目ごとに振替不能理由を指定して抽
出できること」
【確認】2.2.7（次項：振替不能データの取り扱い）の記載で十分か（E市）

b)口座振替の結果の、科目別の引き落とし額と件数を、金融機関別にリスト出
力する機能があること（E市）
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒全体の振替結果をエクセルで出力して、それを加工して集計している。な
お、現行システムでは金融機関名指定でデータ抽出する機能あり。（C市）
⇒⇒別科目の口座振替が同日に行われているということか。例えば当市の場
合、同じ納期限のものは、固定資産税（土地・家屋）と固定資産税（償却資
産）があり、別集計が必要。（K市）
【確認】税目単位の件数集計が必要ということか

＜確認事項＞
・納期前延滞金について、どのような運用かご回答下さい（B市）
⇒⇒運用していない

0 2.2.7.

振替不能者データについて、期間、税目、不能区分で抽
出できること。
口座解約者を抽出できること。
不能対象者について、再振替データを作成できること。

5.21

【口座振替】
43.口座振替不能の場合は、再振替することができる
こと

9.2.2.6　期間、税目、不能区分で振替不能者データ
を抽出し出力できること。

53 振替不能者で、振替対象と結びつく収納情報が未
納であるものを対象に、未納分を対象とした口座振
替依頼（期別・未来の全期別）を行う機能があるこ
と
※振替不能理由のうち、残高不足（該当の全銀コー
ド[1]）のみを対象にすること
54 口座再振替が振替不能の場合は、すべて口座振替
不能とすること
56 振替不能者で、振替対象と結びつく収納情報が未
納であるものを対象に、未納分を対象とした口座振
替依頼（全期別）を行う機能があること

253:金融機関から返却された振替結果を基に、口座
解約者リストおよびデータが作成できること。

口座振替結果（不能）を管理できること。
不能が連続している納税義務者を抽出できること。

後続の処理（再振替、口座停止）を行うた
め不納者情報の把握は必須であると考えま
す。

再振替は実施していない構成員もあること
から、オプション機能を想定しています。

＜検討項目＞
①再振替処理について、必要性を確認。運用していない自治体も
多いと想定される。
②その他に必要な抽出条件はあるか
③その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・口座解約リストの抽出条件について確認（H市）

①
a)再振替の実施は、実施していない構成員が多いが、E市では実施している。
⇒要否と理由をご回答ください。オプション扱いとするか要検討。
⇒⇒実施していない（D市・H市・I市・K市）。実施している（J市・E市）
【提案】必須機能として差し支えないか

②
a)振替不能理由のうち、残高不足のみを対象にすること（E市）
⇒ 振替不能区分＝残高不足での抽出は、不能区分の設定（ここに残高不足が含
まれる）で充足できるか、ご回答ください。
⇒⇒不能区分＝振替不能理由ということであれば充足可。
【提案】不能区分（全銀協フォーマットで定める不能区分)と追記する
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D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 2.2.8.
各種通知書
作成

振替口座の登録ができたデータを、期間・税目毎に抽出
できること。
抽出した該当データをもとに、口座振替開始通知を出力
できること。また、再発行もできること。

5.18

【口座振替】
41.口座振替に関わる帳票を作成できること。 9.2.2.9　振替口座の登録ができた納税者のデータ

が、期間・税目毎に抽出できること。
9.2.2.9　抽出した該当データをもとに、口座振替開
始通知が印刷できること。通知内の問い合わせ先を
選択できること。発送日を指定して印字できるこ
と。

※不納通知は別項目で記載

40 口座振替を開始する時期・税目等を記載した「口
座開始（登録完了）のお知らせ」を発行する機能が
あること
82　口座情報の登録後、口座開始のお知らせを発行
する機能があること
84　郵便番号、住所又は所在地、方書、氏名又は名
称、納税義務者名、郵便バーコード、システム上で
該当の口座振替の情報を検索できる番号等を記載す
ること
85　送付先を指定している場合は、郵便用の宛名面
へ指定した送付先を記載すること
※資産税受領代表者・資産税納税管理人での対応を
必須とする"
86　指定している送付先名称を記載するときは、納
税義務者を併記すること
※資産税受領代表者・資産税納税管理人での対応を
必須とする"
87　口座登録が完了した通知であることを示す文面
を記載すること
※プレ印刷を前提としても可
88　通知日・通知者（通常は市長名）を記載するこ
と
89　納税義務者、対象科目名、引き落とし対象の賦
課が分かる名称等、引き落とし金融機関名、引き落
とし口座に関する情報（口座番号などは一部）を記
載すること
90　外字を含め、文字を正しく記載すること
91 氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場合
は、警告画面またはエラーリストを出力すること
※８０文字以上表示できる場合はなくても可

税目ごとに、口座振替開始、口座振替済、口座振替
不能にかかる通知書(納付書兼通知書)を一括または
個別に作成できること。

多くの構成員の仕様で口座振替開始通知の
要件が記載されており、必須機能であると
考えます。

＜検討項目＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

追加論点なし

0 2.2.9.

口座振替できたデータを、期間・税目毎に抽出できるこ
と。
抽出した該当データをもとに、口座振替済通知を出力で
きること。
また、再発行もできること。

5.18

50.振替結果を基に、振替が行えた義務者への口座振
替済通知書を作成する。

9.2.2.7　口座振替できた納税者のデータが、期間・
税目毎に抽出できること。

9.2.2.7　振替済通知の発行履歴から振替済通知を再
発行できること

口座振替結果取込処理 振替結果通知書作成
145.口座振替不能通知書（＋納付書）、口座振替済
通知書を作成できること。

246:軽自継続検査用に口座振替分について口座振替
済通知書が出力できること。
247:株式会社MUTBOからの口座振替済通知書（一般）
の編集用データを元に、オンラインから口座振替済
通知書が出力できること。データには以下の科目が
含まれる。
(税、保育、母子寡婦、介護、住宅、後期高齢の１年
間の口座振替済情報が入っている。)
254:任意の期間を指定して、口座振替結果の一覧を
データ出力できること。

多くの構成員の仕様で口座振替済通知の要
件が記載されており、必須機能であると考
えます。

＜検討項目＞
①期別の引き落としごとに常に出力する運用が一般的か要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
・軽自動車税以外は不要としてよいか。必要な場合、理由をご回答ください。
⇒⇒軽自動車税（車検用証明）以外の口座振替済通知を実施していないが、要
不要の判断は、WT参加団体のみではなく全国的な実施状況を踏まえて判断した
ほうがよいのではないか。（E市)
⇒⇒実際に使用する場面はそれがほとんどであると想定されるが、あえて軽自
動車のみを限定して仕様とする必要もないと考える。（H市）
⇒軽自動車税の口座振替済通知とは、車検用納税証明書を想定しているか。単
なる振替結果の通知か。車検用納税証明書でないのなら、軽自動車税も不要。
（K市）
【提案】証明書として使えるものを想定。帳票としては軽自動車税用とす
る。

・出力する場合、期別の出力でなく、年次での出力が一般的か。
⇒⇒領収日と調定年（現年）で抽出（C市）
【確認】領収日での抽出は、どのような用途か（C市）。他の構成員でも必要
か。

0 2.2.10.

口座振替不能データが、期間・税目毎に抽出できるこ
と。
抽出した該当データをもとに、口座振替不能通知を出力
できること。また、再発行もできること。

5.21

51.振替結果を基に、振替が行えなかった義務者への
口座振替不能通知書を作成する。
【口座振替不能通知】
75.口座振替不能通知は規格統一し、ＯＣＲによる読
込ができること。

9.2.2.6　振替不能者データをもとに口座振替不能通
知が印刷できること。通知内の問い合わせ先を選択
できること。発送日を指定して印字できること。

口座振替結果取込処理 振替結果通知書作成
145.口座振替不能通知書（＋納付書）、口座振替済
通知書を作成できること。

57 口座振替不能通知を、一括発行する機能があるこ
と
94 郵便番号、住所又は所在地、方書、氏名又は名
称、納税義務者名、郵便バーコード、システム上で
該当の口座振替の情報を検索できる番号等を記載す
ること
95 送付先を指定している場合は、郵便用の宛名面へ
指定した送付先を記載すること
96 指定している送付先名称を記載するときは、納税
義務者を併記すること

97 口座振替不能であることを通知する文面を記載す
ること
※プレ印刷を前提としても可
98 通知日・通知者（通常は市長名）を記載すること
※専用用紙へのプレ印刷でも可
99 金融機関用の納付書として使用できる部分（消し
込みキーとなるコード、口座振替不能通知を識別す
るコード、納付額、納付延滞金額、納付合計額、納
税義務者名）を記載すること
100 外字を含め、文字を正しく記載すること
101 氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場
合

248:口座振替結果データの不能分より、 新の収納
状況を加味した口座振替不能通知書（兼納付書）お
よび一覧表が出力できること。口座振替不能通知書
（兼納付書）および一覧表には、不能の理由が表示
されること。
249:ＭＴ外納付書による依頼分について、口座振替
不能通知書が作成できること。
250:口座振替不能通知書を発布日現在で延滞金を計
算でき、延滞金を記載するとともに対象リストが作
成できること。
延滞金を記載するかしないかはパラメタ等で選択で
きること。
251:口座振替不能通知書について、特定の通知書の
出力を取りやめることができること。
252:口座振替結果データの振替不能者について、そ
の理由（死亡、解約等）により口座情報の口座閉鎖
ができること。その際、確認リストおよびお知らせ
の通知書が出力できること。
255:指定した税目・期間が全て口座振替不能の納税
義務者に対し、停止通知書および対象リストが出力
できること。また、データ出力できること。
256:稼働後に必要に応じて、停止通知書の「お知ら
せ」の文章が変更可能なこと。

多くの構成員の仕様で口座振替不能通知の
要件が記載されており、必須機能であると
考えます。

＜検討項目＞
①不能通知のタイミングで納付書出力も行うか、要確認（E市、D
市、H市等は出力している）
②口座解約・死亡について、別途お知らせの出力は必要となる
か、要確認
③不能通知は送らず、督促で対応するという考え方はあるか。
④不能通知の段階での延滞金の加算の仕方についての確認（H市
の運用）
⑤その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)不能通知と納付書は同時出力が一般的か。
b)通知と納付書は、一体型か、別帳票か、ご回答ください
⇒具体的な精査は帳票要件にて行う。
⇒⇒県外分のみ手動で出力（D市）別帳票（F市・H市）一体型（K市・E市）
③
a)振替不能の場合、近いうちに督促状が発送されることからオプションでよい
（H市）
⇒督促の前に不能通知を送付する運用が多いように見られる。他の構成員にお
いて上記対応でよいと判断した場合、要否と理由を併せてご回答ください。
⇒⇒不能通知は必要（D市・E市・I市・J市）※不能通知の発付から督促状の発
付まで２週ほどかかるので、延滞金のこと、また再振替をしていないことを考
慮するといきなり督促状発付は考えにくい（I市）
【提案】（③も踏まえ、）不能通知は必須とする。帳票の内容は別途検討
②
a)通知の出力は運用している構成員は少ない。
⇒不要としてよいか。
⇒⇒不要（C市・E市・I市）あれば活用（D市）
⇒⇒口座解約とは職権での登録削除のことであれば不要（H市）
b)口座解約の際は納付書を送付する。死亡の際は、廃止通知書・納付書を送付
している（K市）
⇒他の構成員は必要かご回答ください。
⇒⇒必要（C市）あれば活用（D市）納付書のみ（E市・I市・J市）※口座解約に
よる取引口座なしの場合や口座名義人の死亡の場合は、これ以降口座引き落と
しが行われない（E市）
⇒⇒システムから出力される「廃止通知書」では必要十分ではないため、別途
廃止通知を作成（K市）
【提案】口座解約・死亡のお知らせ（通知）は不要として差し支えないか

は、警告画面またはエラーリストを出力すること
※８０文字以上表示できる場合はなくても可"

④
不能通知の段階での延滞金の加算の仕方について、具体的な運用をご回答くだ
さい（H市の運用）。
⇒⇒運用なし
⑤
一定期間で、同一税目、同一口座で常に不能だった口座を抽出することができ
る。(F市）
⇒必要性と理由を併せてご回答ください。
⇒⇒不能回数が所定の回数を超えた場合に、口座登録を廃止し、廃止通知書を
送付（F市）
【提案】2.2.12（職権処理）で検討

0 2.2.11. 口座勧奨

新規課税者に口座振替を勧奨するため、口座の申込書を
出力できること。
口座加入率を集計できること。（ 終的に統計の機能と
して整理する）

143.新規課税者に口座振替を勧奨するため、口座の
申し込み書を作成てせきること。

257:新規課税者等の条件を指定し、口座振替の勧奨
用に、未加入者に対する往復ハガキが出力できるこ
と。
また対象データが出力できること。

申込書の同封自体はシステム出⼒ではなく
同封物で対応できると想定されるため、規

模の大きい団体向けのオプションと想定し
ます。

＜検討項目＞
①システム出力の運用としてはオプションを想定しているが問題
ないか
（一般納付の人の納通の同封物になっていることが多いと想定）
②外部帳票だが様式の定義は不要と考えるが問題ないか

①
a)システム出力している構成員は少ない。
⇒オプション扱いが妥当であるか。
⇒⇒オプションでよい（C市・D市・E市・I市・K市）※対象者の抽出のみ（K
市）
⇒⇒不要（H市）
【提案】オプション扱いとする

b)口座加入率の集計はできた方がよい。（E市）
⇒統計の機能で整理する。

0 2.2.12. 職権処理

振替不能口座や死亡・転出等により使用されていない口
座等について、職権で口座の停止処理ができること。

住基上の異動者で死亡者に口座が登録されているものを
抽出できること。一定期間振替不能口座を抽出できるこ
と。

5.9

9.2.2.2　一定期間振替がなかった口座について、期
間を指定して一括で廃止できること。確認のための
一括廃止対象リストが抽出できること（日付、時間
の期間で抽出可）
9.2.2.2　住基上の異動者で死亡者に口座が登録され
ているものをリスト化できること。

振替不能口座や死亡・転出等により使用されていな
い口座等について、職権で口座の停止処理ができる
こと。

業務上、口座情報を情報としては残しつ
つ、停止する必要があるため必須と考えま
す。

＜検討項目＞
①トリガーになる抽出条件（死亡、振替不能）は左記で必要十分
か
②物理削除（データベースのレコードごと削除）は必要か

①
a)内容としては必要十分
b)一定期間振替実績がなかった口座を抽出できる機能もあったほうがよい（E
市）。
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。ま
た、一定期間の条件はあるかご回答ください。
⇒⇒振替が無かった（調定が無い）場合、金融機関側で取扱いを中止する例が
多々ある。また、毎回不能通知を送付している納税義務者は職権で口座を廃止
することできれば、便利な機能である。（B市）
⇒⇒必要。納期内納付のため。一定期間については各自治体で見解が異なるこ
とが想定されるため任意で期間（過去〇年等）を指定できるようにしてはどう
か（C市）
⇒⇒必要。長年実績がなかった場合、口座の閉鎖や金融機関側での取り消しが
なされていることがあるため（D市）
⇒⇒一定期間の条件は定めていないが、少なくても5年間実績がないものを抽出
する機能は必要（E市）
⇒⇒職権による登録削除をする場合の対象を調べるため必要ではないかと考え
る。連続不履行回数をパラメータで設定できるようにすることが適当（H市）
⇒⇒必要（J市）
⇒⇒振替不能を減らすため一括脱退処理をしている。（K市）
・固定資産税の場合、当年度第１～３期分連続して振替不能となったとき
・市県民税の場合、死亡・市街転出等により課税台帳がなくなったとき
・納税義務者死亡による口座振替廃止処理を行うため、死亡者リストも必要
【提案】緑字部分は必須とする。期間や連続不能回数・税目による抽出を追
加する
②
物理削除は不要と想定。
⇒古い口座の扱いはどのようにしているか。永年持ち続けているのか。
⇒⇒そのまま。死亡の際に極力停止するようにしている。（D市）
⇒⇒データを永年持ち続けるのは容量の関係で難しいと思われるので、レコー
ドを削除する必要が出てきた場合でも、バックアップ等により削除後数年間は
別の方法で確認できることが望ましい（E市）
⇒⇒永年（H市）削除しない（I市）
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 2.2.13.
金融機関統
廃合への対
応

金融機関や支店の統廃合に合わせ、口座情報の金融機関
名・支店名・金融機関コード・支店コードを一括及び個
別に更新できること。

9.2.2.10　廃止店舗の口座登録情報を抽出できるこ
と。
9.2.2.10　統廃合によって口座番号に変更がある場
合、金融機関への照会用データ及び一覧（紙）が出
力できること。
9.2.2.10　店舗同士の１対１の統廃合処理が行える
こと。
9.2.2.10　金融機関コード、支店コードを一括で変
更できること
9.2.2.10　口座番号が変わる場合は、口座番号も一
括で変更できること。

60 金融機関や支店の統廃合に合わせ、金融機関名・
支店名・金融機関コード・支店コードを更新する機
能があること
61 金融機関や支店の統廃合に合わせ、金融機関から
提供されたデータから、金融機関名・支店名・口座
番号などの口座情報を一括で更新できること
62 口座振替依頼後、口座振替結果の反映処理前に、
金融機関コード・支店コードを変更しても、変更前
の情報どおり、「口座振替」の処理が可能なこと

金融機関の統廃合に伴う口座情報の一括更新に対応
できること。

金融機関（支店含む）の統廃合に伴い、口
座情報を更新する必要があるため、必須機
能と想定する。

＜検討項目＞
①運用時において、一括更新機能が必要となるか
（システム導入時は初期セットアップとして実施される想定）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
必要
②
なし

3. 還付充当
3.1. 過誤納対象者抽出

0 3.1.1. 過誤納抽出

科目・期間を指定して、過誤納データ（納付額が調定額
以上となる状態）を抽出できること。
延滞金・督促手数料の過誤納も抽出できること。

3.1

【過納対象者把握】
110.過納対象者の把握ができること。(過納者一覧の
出力ができること｡）
111.還付・充当対象者一覧表のCSV出力ができること

【過納者選択】
151.過誤納者の一覧を表示する。過誤納入力処理の
対象者を選択する。

9.2.3.1　過誤納発生期間・税目を指定して抽出でき
ること。

9.2.3.1　督促状発送後の未納がある対象者は、充当
一覧として出力し、督促発送後の未納が無い対象者
は、還付一覧として出力できること。

【対象帳票】
・特徴不一致リスト（収納と調定額が一致しないも
の）
・期飛越納付リスト

還付・充当異動 通知処理
90.ＯＣＲ消込、手入力消込、口座振替消込、更正処
理による調定減などにより発生した「過誤納デー
タ」を、一覧表示することができること。また、そ
の一覧から任意のデータを選択し、続けて「還付･充
当」処理を行うことができること。

34　賦課情報の修正等により、賦課納付額が賦課調
定額以上となった場合は、差額を過誤納付とするこ
と
67　収納情報の賦課納付額が賦課調定額以上となる
ときは、差額が過誤納付になること
74 消し込み処理により、賦課納付額が賦課調定額以
上になった場合は、差額を過誤納付とすること
76　消し込み処理が終了し、延滞金調定額以上の納
付延滞金となったものは、差額を過誤納付とするこ
と
100　賦課調定額・延滞金調定額の修正により、賦課
納付額・延滞金納付額以下となった場合は、差額を
過誤納付にすること
101　賦課納付額・延滞金納付額の修正により、賦課
調定額・延滞金調定額を超えた場合は、差額を過誤
納付にすること

34　収納額と課税システムの調定額から過誤納金と
なっている収納を抽出する機能があること
35　調定額の変動や、差押・交付要求・分納など、
延滞金額に影響がある更新があった場合は、更新後
の延滞金との差額で、過誤納金の判断ができること
37　過誤納金発生の一覧を表示でき、帳票に印刷す
る機能があること

52:個人市民税システムより配当割等還付データを受
け取り、過誤納が管理できること(当初分、月次異動
分)。
個人市民税システムより充当データを受け取り、消
込みができること。
取込み結果がデータまたはリスト等で確認できるこ
と。
90:過誤納者の一覧を表示し、過誤納入力処理の対象
者が選択できること。
91:過誤納者の一覧を過誤納処理事由別（過誤納、税
額更正、強制修正、源泉還付、その他等）に表示で
きること。
93:過誤納処理事由が条件により自動設定できるこ
と。（過誤納、税額更正、強制修正、源泉還付、そ
の他等）
94:自動設定された過誤納処理事由が修正できるこ
と。
128:過誤納未整理状態で未納があり、税目ごとに過
誤納のあるデータの抽出ができること。リスト出力
ができること。
149:配当割等還付金についても過誤納が管理でき、
各処理、帳票発行ができること。
150:還付充当済の配当割・株式等譲渡割控除額を減
額したものについて、戻入通知書、納付書が作成で
きること。

過納・誤納ごとに個別または一括で抽出し、還付及
び充当処理ができること。
また、抽出したデータは紙・CSVのどちらでも出力可
能であること。

調定額と納付額の不一致は必ず発生しうる
ことから、還付・充当にあたり、過誤納状
態のデータを抽出する必要があると考えま
す。

＜検討事項＞
①過誤納データを充当・還付に振り分ける考え方に違いはあるか
　充当対象の例
　　・納期限後のもの
　　・督促状が発送されたもの
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・配当割還付データの運用について確認（H市の運用）
・過誤納事由の管理の必要性について確認（H市の運用）

①
a)督促発布は関係なく、納期到来後の納付は充当対象とするのが一般的。
b)本人が希望する場合に、納期未到来期別への充当を実施する運用もある（I
市）
→機能としては、3.2.9で定義
②
a)還付保留が必要な年金特徴死亡者分の過誤納対象（年金受給日＞死亡
日））」については通常の過誤納対象と区別する機能（住民状態（転出・死亡
等）および死亡日の画面表示等)が必要ではないか（E市）
⇒過誤納抽出機能の中で区別する機能が必要ということか。
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください（還付
処理については、3.3.14にて議論）。
⇒⇒当市の場合、年金特徴死亡者分を過誤納データ抽出の際に区別する機能を
実装している。機能がなければ、過誤納期別・死亡日等を処理で手作業で確認
しながら作成することになるのではないか。（E市）
⇒⇒年金特徴の場合、年金特徴義務者へ返納依頼が来る前に、誤って本人（相
続人）還付を行わないためにも、何らかの機能が必要（K市）
【提案】過誤納抽出結果において、年金特徴義務者への返納候補は識別可能
とする。
b)株式配当割・株式譲渡割還付は他の還付とは発生要因が異なる（賦課側の控
除不足額をもとに還付額を作成）ことから、作成機能について仕様書へ別記す
るか、包括的な文言（例：地方税法と関連法等に従い還付充当の処理をする機
能があること）を記載したほうがよいのではないか（E市）
⇒抽出処理に必要な内容を、理由を併せてご回答ください。
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒賦課当初決定および更正決定処理に合わせて株式配当割・株式譲渡割還付
用の０円調定を作成したうえで控除不足額相当を消込し、過誤納（納付額が調
定額以上となる）状態を抽出している。他自治体でどのように抽出作成してい
るのか状況を伺いたい（E市）
⇒⇒株式配当割・株式譲渡割還付は、課税側からの抽出リストにより還付・充
当処理（K市）
【確認】他の構成員の運用を確認。※充当の方法は3.2.3（自動充当）で検討

c)更正処理や消込処理により、過誤納となったデータの整理票が自動で出力されること（F
市）
⇒整理票とはどのようなものが想定されるか？
⇒⇒更正や消込の結果、過誤納金が発生した場合に、過誤納金の整理のために出力される
過誤納金管理個票。充当候補や還付先口座の有無も記載されており、整理票の情報をもと
に還付・充当処理を行う（F市）
⇒⇒2.1.16確認事項でも回答しているが、法人市民税については日次消込時に過誤納又は
未納分があるものついてリストが出力される。（消込不一致リスト）このリストを基に、
消込誤りによる過誤納や未納でないかを確認しているため、日次消込時にもこのようなリ
ストが出力される必要がある。（I市）
【提案】帳票出力をたたき台に追加する。
【確認】内容としてはF市の記載内容で必要十分か（I市）

d)過誤納がある区、年度、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元に還付対象者一覧を抽
出することができる（K市）
⇒過誤納番号とは何かご回答ください。他の構成員においてご意見がある場合、要否と理
由をご回答ください。
⇒⇒過誤納番号とは、過誤納が発生した時のリスト作成時に、自動付番されるもの。過誤
納番号を基に、情報を特定している。（K市）
【提案】他の構成員でもこのような番号を管理しているか

その他：
・還付加算金については、3.3.6で定義

＜確認事項＞
・配当割還付データの運用についてご回答ください（H市の運用）。
⇒⇒システムで課税側から自動連携しないので調定を手入力している
※E市と同じ運用と想定
・過誤納事由の管理の必要性についてご回答ください（H市の運用）
⇒⇒充当適状日が異なるから
【提案】過誤納事由の管理を追加する

3.2. 充当処理

0 3.2.1. 充当処理

抽出した過誤納一覧をもとに、税目、未納のある期別を
選択し、選択した税目期別へ充当入力ができること。
充当額は過誤納額から自動で設定されること。設定され
た金額の変更もできること。

充当入力を行った日付、充当処理の決済日、充当をする
予定日付、充当理由を入力できること。

3.5

【還付処理・充当処理】
132.歳入・歳出、過誤納の有無、本税・督促・延滞
金の別にかかわらず還付・充当処理（照会）ができ
ること。

134.納期前延滞金があり、充当を受けて完納になっ
た場合、納期前延滞金を再計算する。
【一括還付処理】
135.還付・充当対象者一覧表のCSVを利用して一括還
付処理ができること。
【過誤納還付決議・充当決議】
139.還付・充当決議ができること。

9.2.3.2　一覧をもとに税目、期別を選択し選択した
税目期別へ充当をすることができること
9.2.3.2　過誤納額から自動で充当額の入力ができる
こと。入力で充当額を変更することもできること
9.2.3.2　充当処理を行った日付、充当処理の決済
日、充当をする予定日付、充当理由をを入力できる
こと。

データ抽出機能 データ抽出機能
174.指定した期間に充当処理を行った一覧表が作成
できること。また、ＣＳＶデータとして出力ができ
ること。

還付・充当異動 通知処理
92.充当先の未納分抽出の際、納期未到来を含む・含
まないを選択できること。

43　加算金等の基準日となる、地方税法『還付のた
め支出を決定した日又は充当をした日』を登録する
機能があること
44　多量の過誤納金から条件指定で絞込みを行い、
選択した複数件の支出を決定した日を、一括処理で
登録する機能があること
53　納付者と同一人の未納の収納情報（地方税法
『過誤納金等の充当適状』であるもの）へ、還付充
当を一括で行える機能があること
54　充当候補の未納収納情報（地方税法『過誤納金
等の充当適状』であるもの）を検索する機能がある
こと
55　充当先の収納情報を指定して支出決定を行い、
充当（消込）する機能があること

89:還付（充当）情報を管理し登録・更新・削除がで
きること。
92:納付有でかつ過納でない期別についても還付・充
当処理ができること。（期割変更などによる納付修
正）
また、処理時に警告メッセージを表示するなど注意
を促すこと。
101:過誤納金単位に還付・充当が指示できること。
（充当先は一覧より選択し、他税目、他通知書番号
に対する充当もできること。）
116:任意の期間を指定して、還付充当した納税義務
者の一覧、税目毎に還付充当結果を集計した帳票が
出力できること。

151:事業所内または事業所間で収入額の組替えがで
きること。
（会計区分が変わらない範囲で組替え可能）(充当で
も可)
153:特徴組替による異動結果について、確認用の一
覧が作成できること。

個別または一括で充当処理（取消処理を含む）がで
きること。

還付もしくは充当の選択、充当金額等を設定できる
こと。

充当を実施するため、入力機能は必須であ
ると考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・納期前延滞金の運用について要確認（B市）
・組替処理とは一般的か（H市）

①
a)充当額の自動設定を業務上必須機能とする場合は、滞納側（分割納付計画・
滞納処分予定等）との連動が必要（E市）
⇒具体的にはどのような機能が必要となるか（規定するなら3.2.3を想定）。
⇒⇒「充当額の自動設定」と「自動充当」の関連が不明瞭。自動充当を行わな
わずに充当額が自動設定されるケースの想定があるのか？教えていただきたい
です。（E市）
【事務局】充当額の自動設定（計算）は、金額の手入力でなく、システムで
の設定を意図している。自動充当は、充当先の判断も含めてシステム上で対
応されることを意図している。
滞納側との連動は3.2.3（自動充当）で検討。

b)充当事由（更正・過納・誤納）を選択すると自動的に還付加算金の起算日が
選択され、計算されること（I市）
⇒事由によって加算金の起算日が異なるという理解で他の構成員も問題ない
か。処理については3.2.6（加算金）で議論。
⇒⇒問題ない（C市）

c)法人市民税については、同一事業年度の充当については自動で充当処理でき
ること。（確定申告減額による予定申告からの充当）（I市）
⇒他の構成員でもこのような運用をしているか？
⇒⇒このような運用はしていない。充当前に納付済みのことがあるため個別に
確認して処理している（C市）
⇒⇒法人によって納税方法は異なるので、必ずしも自動で充当する必要はな
い。（中間還付が発生し、確定申告時に調整して納付する場合や、一旦中間還
付後、確定申告＋納税する場合など）（K市）
【提案】運用していない構成員がほとんどなので、要件化しないこととする

d)給与特徴の場合は特徴個人に対しても充当入力ができること。延滞金にも充
当できること。（K市）
⇒充当先については、3.2.8（充当先の選択）で議論。

その他：
充当をする予定日付とはなにか（K市）
⇒未来の支払い予定日を想定（C市）。他の構成員でも同様の考え方があるか。
（3.2.2②a)参照）
⇒⇒予定日到達で充当。ただし、システム上は処理と同時に充当が反映され
る。（C市）
【確認】予定日到達では、システム上どのようなことが処理されるか？

＜確認事項＞
・納期前延滞金の運用について、ご回答下さい（B市）。
⇒⇒運用していない
・組替処理とは一般的か、ご回答ください（H市）。
⇒⇒
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選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 3.2.2.

充当予定日が到達したら、充当が実行されること。ただ
し、通知書発送までの期間の場合、更正処理が可能なこ
と。
充当処理結果の照会ができること。
充当の履歴管理ができること。

3.5

【充当データ】
145.充当処理を行ったデータは即時に反映されるこ
と。
146.充当元・先とも、充当履歴がもてること。

9.2.3.2　充当をする予定日付を迎えたら、自動で充
当をおこなうこと
9.2.3.2　入力をした充当処理を行った日付、充当処
理の決済日、充当をする予定日付で抽出期間を設定
し、設定した期間の中で還付、充当処理を行った該
当者をエクセル形式及び紙形式で還付・充当一覧が
出力できること。
9.2.3.2　充当処理を行った、税目、期別へは、還付
番号が付番されること
9.2.3.2　処理を行った日付、決済日、予定日付で抽
出期間を設定し、件数、金額が集計された一覧集計
表（振替起票用）、財務用充当一覧が発行できるこ
と

56　充当の記録として、次の内容を画面上で確認で
きること
『過誤納金対象者・過誤納金発生日・過誤納金発生
理由・過誤納金となった科目（税目）・過誤納金の
額・納税通知書からシステムで過誤納金を検索でき
る番号（通知書番号等）・時効の情報・充当の対象
者・納税通知書からシステムで充当情報を検索でき
る番号（通知書番号等）・過誤納金の賦課情報を検
索できる番号等・充当先科目（税目）・通知の送付
先・充当額・加算金額・加算金の計算日と算出根
拠』

70　期間を指定して、過誤納金の額のうち充当した
ものと還付したものを、科目・支出の区分に分けて
集計する機能があること

充当処理の結果が即時で反映されること。
充当処理後から通知書発送までの期間の場合、更正
処理が可能なこと。

充当入力の際、予定日を入力し、予定日到
達で充当が実行させる運用を想定していま
す。

＜検討事項＞
①充当の記録として管理すべき情報項目は、中間標準レイアウト
（納付履歴ファイル）で必要十分か
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・番号の付番は何を目的としているか（C市の運用）

①
問題なし
②
a)決議処理の同日に充当（予定日の概念なし）と予定日到達で充当の2通りの運
用に分かれることが想定される
⇒標準仕様としては、両方に対応できる必要があるか。どちらが効率的か？
⇒任意のタイミングで処理でいたほうがより（A市）
⇒予定日到達で充当。ただし、システム上は処理と同時に充当が反映（C市）
⇒どちらも対応できたほうがよい（E市）
⇒⇒即日充当がよい（I市・K市）
【確認】それぞれ（予定日の概念あり・なし）、なぜそのような運用を行っ
ているか。
※即日充当で、何か問題があるのか（予定日を設けて予定日に充当しなくて
はいけないケースがあるのか）。
※充当を任意のタイミングに設定する必要があるのはなぜか。

b)充当予定日到達前でも、充当予定情報が収納情報画面で容易に確認できる機
能が必要（二重納付・督促発送等を防止するため）（E市）
⇒a)で予定日到達の　収納情報管理（1.1.5)の仕様に反映を検討。

c)市県特徴は、不一致リストをもとに組替処理を行う運用（F市）
⇒具体的には、どのような処理を行っているか？
⇒⇒期別の調定額と収入額が不一致のデータを抽出し、同一年度内で過不足分
が発生していた場合、事業所に確認したうえで組替処理を行っている。（F市）
【確認】具体的にどのような処理を行っているか？（F市）
他の構成員でも同様か？

d)還付・充当の決議を行うと、決議番号が付番され、決議番号で充当や還付情
報を照会することができる。市民へ送付する過誤納還付兼充当通知書や市税還
付指定はがきに決議番号が印字されるため、問い合わせの際その番号を聞き取
ることで該当データを検索する（K市）
⇒決議番号の付番、表示は他の構成員でも必要となるか、理由と併せてご回答
ください（大規模自治体に必要な機能か）。
⇒⇒決議番号（還付番号は必要）。問い合わせの際に検索をするため（C市）
⇒⇒自治体規模を問わず、必須と考える。同一課税同一期別分に複数回還付充
当が生じることもあるため、作成した還付充当内容を詳細判別するために必
要。（E市）
⇒⇒「還付番号」「充当番号」と呼称しているが、発生した過誤納を管理する
ために必要。問い合わせ対応や還付処理時に必須。（I市）
【提案】決議番号の付番・照会をたたき台に追加する

e)収納消込同様に会計システムの科目更生ができるデータの出力機能が必須だ
と考える(H市）
⇒どのようなデータが必要となるか、理由と併せてご回答ください（2.1.17：
財務会計システム側との棲み分け関係か）。
⇒⇒別の税目に充当した場合、会計システム上の各税目の収納額を変更する必
要があるから
【確認】2.1.17（財務会計システムへの連携関係）で充足するか

＜確認事項＞
・番号の付番は何を目的としているかご回答ください（C市の運用)。
⇒⇒問い合わせがあったときにシステムで確認する際に、どこからどこへ充当
したか判断が容易にできるため。

0 3.2.3. 自動充当

過納が発生している納税義務者に対し、納期到来してい
る期に未納があれば、自動充当ができること。

3.3

142:過納が発生している納税義務者に対し、納期到
来している期に未納があれば、自動充当ができるこ
と。
自動充当の条件、優先順位などは詳細に指定できる
こと。

充当自体は業務判断のもと手作業で実施で
きるため、必須ではないと考えます。規模
の大きい自治体向けの機能としてオプショ
ンを想定します。

＜検討事項＞
①過誤納が多く発生する団体のオプション要件と想定
②仕様化する場合、自動で充当先を設定していく優先順位の考え
方の整理が必要。
③自動充当において、自動化すべき範囲について、確認する。
（充当の入力が自動化されており、職員によって確認している、
など）

①
⇒オプションの扱いで差し支えないか？
⇒⇒オプションでよい（C市）
⇒⇒実施団体が少なければオプション機能として差支えないのでは。（一部自動充当を
行っている）（E市）
⇒⇒配当割控除不足額の市都（県）民税均等割額への一括充当は必須と考える（I市）
⇒⇒税目によって選べるのか（すべての納期到来分に自動充当を望んでいるわけではな
い）（K市）
②
パターンとしては、以下のパターンが挙げられている。
・納期限順のみで運用（個人住民税の給与特徴のみ）（I市）
・配当割を市県民税に一括充当処理（K市）
⇒他の構成員はどうか？
⇒⇒市県民税普通徴収分・軽自動車税・固定資産税（未納が同一税目のみの対象）/配当
割・株譲割を市県民税に一括充当処理/なお、給与特徴分については当市は現状手処理で充
当を行っているが、I市の自動充当の具体的な運用方法をお伺いしたい。（効率的であれば
活用できるよう機能記載を希望します）
⇒⇒配当割を市県民税の納通発送前であれば、市県民税に一括充当処理（K市）
【提案】①②を踏まえ、配当割・株譲割の市県民税への一括充当、個人住民税普通徴
収・特別徴収、軽自動車税、固定資産税の同一科目への充当を必須として定義する。
③
⇒自動充当結果のチェックリストで結果の確認をする運用イメージか？
⇒⇒死亡者・還付加算金有・他税目未納有・分割納付計画有・滞納処分予定等の対象につ
いては自動充当作成からあらかじめ除外され手作業で充当。自動充当された対象について
も、滞納業務の担当課へ自動充当先の可否について再確認を行っている。自動充当結果の
確認は決裁書により行っている。（E市）
その他：
滞納側（分割納付計画・滞納処分予定等）との連動が必要（E市）
⇒具体的にどのような機能を想定しているか。
⇒⇒分割納付計画・滞納処分予定等の対象については自動充当作成から除外される機能が
あり、手作業で充当を行っている。（滞納側の徴収状況を把握しないと誤納の温床となり
還付が増大するため。）
【確認】他の構成員も自動充当の除外条件は必要か

③
⇒自動充当結果のチェックリストで結果の確認をする運用イメージか？
⇒⇒死亡者・還付加算金有・他税目未納有・分割納付計画有・滞納処分予定等
の対象については自動充当作成からあらかじめ除外され手作業で充当。自動充
当された対象についても、滞納業務の担当課へ自動充当先の可否について再確
認を行っている。自動充当結果の確認は決裁書により行っている。（E市）
その他：
滞納側（分割納付計画・滞納処分予定等）との連動が必要（E市）
⇒具体的にどのような機能を想定しているか。
⇒⇒分割納付計画・滞納処分予定等の対象については自動充当作成から除外さ
れる機能があり、手作業で充当を行っている。（滞納側の徴収状況を把握しな
いと誤納の温床となり還付が増大するため。）
【確認】他の構成員も自動充当の除外条件は必要か

0 3.2.4. 充当取消

充当処理の取消ができること。 133.還付・充当処理の取消し及び内容変更(本税・督
促・延滞金の額、処理日等)ができること。

9.2.3.2　充当処理を取消することができること
9.2.3.2　取消前後の履歴が記載されたチェックリス
トが出力できること。チェックリストを出力しない
と充当取消処理の更新ができないこと。

還付・充当異動 通知処理
102.還付取消・充当取消ができること。

97:すでに還付充当処理した過誤納金の、当初処理を
取り消すことができること。（ただし、出納閉鎖後
は一部充当ありのものは取消しできないこと。）
98:すでに還付充当処理した過誤納金の当初処理の取
り消しについて、一部還付充当については還付部分
のみ変更ができること。

入力ミスの訂正などのため、必須機能であ
ると考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・出納閉鎖後の一部充当あり、とはどのような運用か（H市の運
用）

①
追加論点なし

＜確認事項＞
・出納閉鎖後の一部充当あり、とはどのような運用で、どのような機能が必要
かご回答ください（H市の運用）。
⇒⇒出納閉鎖したものはデータが仮に間違いであってもして集計が狂う恐れが
あるため変更できないようにしている。修正は別の方法で行う。（H市）
【確認】出納閉鎖後のデータは更新（修正）できない理解だが、他に懸念は
あるか（H市）

0 3.2.5. 充当適状日

充当通知日とは別に充当適状日を指定入力できること。
（加算金の計算は適状日で行う）

96:充当通知日とは別に充当適状日を指定入力でき、
延滞金の計算は充当適状日で計算できること。

充当適状日の起算日（領収日、収入日、充当日等）
を自動および手動で設定できること。

複数の構成員の仕様書にも記載があり、過
去に遡って充当する場合など、通知日とは
別に充当適状日を設定する必要があると考
えられるため必須機能と考えます（加算金
計算のための日付を別に管理する）

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・充当適状日による延滞金の計算、とはどのような運用か（H市
の運用）

①
a)充当適状日については指定入力機能だけでなく自動設定機能も必須（E市）
⇒自動設定後、修正対象を特定して運用で修正する運用か。他の構成員におい
て、上記のようなパターンで運用しているか、理由を併せてご回答ください。
⇒⇒)自動設定後、修正対象を特定して運用で修正する運用希望（D市）
⇒⇒その運用を行っている。納期未到来額に充当する場合等にうまく設定され
ないため（I市）
⇒⇒充当適状日は自動設定のみ（充当適状日の入力項目はない）「充当適状日
は法令とおり自動入力されること」（K市）
【確認】システムで自動判定されないのはどのようなケースか？
【提案】K市の記載通り、「法令通り自動設定される」という要件でどうか

b)過誤納による充当に伴う収納履歴では収納異動があった日と公金日が異なる
ため、集計上充当処理日をシステム上登録しておくことが望ましい(H市）
⇒3.2.1のたたき台の記載で十分か？他の構成員において、上記のようなパター
ンで運用しているか、理由を併せてご回答ください。
⇒⇒十分と思われます。（C市）
⇒⇒十分。運用している。理由は、先付で充当処理を行うことがあり、処理日
を確認できるようにしておきたいため。（I市）
⇒⇒充当処理日がシステム上確認できる機能はあった方が望ましいのでは。理
由：後日、充当先に誤納発生した場合（充当を行った部分に納付される等の場
合）、発生状況を判断するために充当処理日が情報として必要になることもあ
る。（E市）
【事務局】たたき台としては、3.2.1（充当処理）に記載済みという整理とす
る。
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

＜確認事項＞
・充当適状日による延滞金の計算、とはどのような運用かご回答ください（H市
の運用）。
⇒⇒⇒法律によるそのまま

・法人市民税について、延滞金の計算については充当適状日を使用し、還付加
算金の計算については支出決定日（充当通知日）を使用するため、仕様書の
（加算金の計算は適状日で行う）は（延滞金の計算は適状日で行う）が正しい
（I市）。
⇒他の構成員も同じ認識でよいか？
⇒⇒認識誤りだった。充当による還付加算金計算の終期は充当した日である
が、充当適状日があればそちらが優先されるので、たたき台の記載のとおりで
問題ない。（I市）
⇒⇒延滞金計算は充当元の納付日で扱っている。また、還付加算金は還付決定
日で扱っている。（C市）
⇒⇒これは延滞金・加算金の計算の終期のことか。（K市）
【整理中】※総務省

0 3.2.6. 充当加算金

充当をした対象の税目、期別へ法令どおり加算金の反映
ができること
反映した加算金については加算金額の変更ができること

9.2.3.2　充当をした対象の税目、期別へ法令どおり
加算金の反映ができること
9.2.3.2　反映した加算金については加算金額の変更
ができること

充当適状日にあわせて充当加算金の計算ができるこ
と。

充当加算金を正しく計算するため、必須機
能であると考えます。

＜検討事項＞
①法令通り、という仕様化で、解釈にゆらぎは生じないか。（適
状日の設定方法など）

①
a)加算金の見解の統一が必要という意見（E市）
⇒どのような見解の相違が生じ得るか。他の構成員においてご意見がある場
合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒特になし

0 3.2.7. 通知書

充当を行った税目、期別の対象者について充当通知書が
一括または個別で出力できること。

3.6

9.2.3.2　充当を行った税目、期別の対象者について
過誤納金充当通知書が発行できること。

調定・収納状況 過誤納照会
56.過誤納処理状況（還付情報、充当情報）の確認が
でき、決議書・通知書の再発行が行えること。

還付・充当異動 通知処理
100.「還付･充当決議書」「還付･充当通知書」を即
時出力できること。

72　充当・還付に関する、還付・充当の対象者宛の
通知を印刷する機能があること
74 充当対象者宛に、充当のお知らせ（通知）を出力
する機能があること
75 充当のお知らせであることを通知する文面を記載
すること
76 充当者に送付先が指定されている場合は、郵便用
の宛名面へ指定の送付先情報（郵便番号・住所又は
所在地・氏名又は名称）を記載すること
77 通知日・通知者（通常は市長名）を記載すること
78 外字を含め、文字を正しく記載すること
79 氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場合
は、警告画面またはエラーリストを出力すること
※氏名で80文字以上印字できる場合機能が無くても
可"
80 オンライン処理で充当対象者を指定し、充当のお
知らせを印刷する機能があること

36:還付（充当）決定日、通知日、還付済処理日、還
付金支払日、過誤納金明細、充当明細、還付先（口
座情報、年金機構）等の情報が過誤納還付充当通知
書単位で履歴として画面確認できること。

多くの構成員の仕様書に記載されており、
充当する旨を納税義務者に通知するために
必須機能と考えます。

＜検討事項＞
①庁内で使用する決議書はシステム出力が必要か、要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)決議書については、必要という構成員が多い
⇒庁内の文書管理規定との関係はどのように整理しているかご回答ください。
⇒必須とすべきか。オプションでも差し支えないか。
⇒⇒オプションでよい（C市）
⇒⇒システムから紙出力した決議書を庁内の文書管理システム上で起案する際に添付し、
庁内の文書管理規定の保存年限に従い保管している。業務上必須機能であるとの認識。（E
市）
⇒⇒「決議リスト」というリスト形式のものを起案に添付して決裁を取っている。「決議
書」という文言をいれるかどうかは別として、文書の決裁を取るために還付・充当すべき
対象者のリストが出力される必要（I市）
⇒⇒財務会計に係る文書管理規定上、支出決議を行った後、支出命令を行うことになって
います。文書としては別保存になります。決議書は必須（K市）
【提案】決議に必要となるリストはたたき台に追加する。決議書の様式は、各団体の文
書管理規程によって異なるため、また、ペーパーレスの観点から、システムから出力し
ないこととする。
②
a)一部充当・一部還付の場合は、還付充当通知書として出力されることが望ましい（F市）
⇒他の構成員も同様か、要否と理由をご回答ください。オプションでも差し支えないか、
ご回答ください。
⇒⇒必要。納税者に充当還付した旨をお知らせするため（C市）
⇒⇒同様の認識。過誤納額については、基本的に還付と充当を分けずに処理（一部充当・
一部還付として還付充当通知を発送）しているため、業務上必要と考える。オプション可
は他市の実施状況による。（E市）
⇒⇒すべての通知において「還付・充当通知書」として出力されるので、個別に変える必
要はない。１枚が望ましいが、還付と充当で分かれても問題はない（現行は別々）（I市）
⇒⇒一部充当・一部還付とは、発生した過誤納金を充当と還付同時に処理をするというこ
とでしょうか。当市では、元々還付と充当は分けておらず、納税者への通知文も「過誤納
金還付兼充当通知書」として、還付内容も充当内容も同じ書類に記載（K市）
【提案】たたき台に「還付充当通知」と分かるように記載する

b)通知書内の文言について任意で自由記載ができること（I市）
⇒他の構成員においても同様か、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒要。個別の事情を相手方にお知らせできるようにするため。（C市）
⇒⇒現在システムからの帳票では対応できず別途作成しているため。法令用件を備えたう
えで、文言などの設定変更や自由記載可能な様式で出力されたい（D市）
⇒⇒実装していない（E市）
⇒⇒実装されていないため、オプションでも可（I市）
⇒⇒充当した額が調定額に満たない場合、差額の納付書を同封することがあります。その
時は事務連絡等を同封（K市）
【提案】構成員の意見を踏まえ、通知内容の文言は事由記載を可能とする旨、必須機能
として追加する。

0 3.2.8.
充当先の選
択

他税目・他宛名への充当ができること。
延滞金・督促手数料の調定へ充当ができること。
他の宛名へ充当をした際には、充当元の充当額が自動で
変更されること。

3.5

【他税目への充当】
147.他税目への充当処理ができること。
【合算税目自動振替】
154.内訳を持つ税目（国保：医療一般、医療退職、
介護一般、介護退職、支援金一般、支援金退職
法人：税割、均等割）において、合算すると完納し
ているが、内訳内の過納、内入がある場合に自動で
振替し、内訳内完納とすることが可能。

9.2.3.2　他の宛名へ充当をする際には、税目、期
別、通知書番号で充当先を特定し、他の宛名へ充当
をすることができること。
9.2.3.2　他の宛名へ充当をした際には、充当元の充
当額が自動で変更されること。

39　納付者以外を（法人等・相続人等）還付・充当
先として選択できること

他の期に充当可能であった場合に、任意に対象を選
択し充当処理ができること。
他科目へ充当可能であった場合に、任意に対象を選
択し充当処理（組替）ができること。
別個人番号の場合でも充当処理ができること。例)再
転入の場合など
延滞金への充当処理、延滞金からの充当処理ができ
ること。

同一宛名・同一科目に充当できる期別がな
い場合、他宛名・他科目を充当先として選
択する必要があるため、必須機能と考えま
す。

＜確認事項＞
・内訳内完納の考え方について要確認（B市）

a)要件の考え方に提示されているものは、どのようなパターンを想定されてい
ますか（K市）
⇒例えば個人住民税で過誤納が発生した場合で、個人住民税の納期到来期別に
未納がない場合、他の税目の調定に充当することをイメージしているが、問題
ないか。
⇒⇒問題ない。同一宛名の他税目に未納税がある場合は、当然充当対象です。
（K市）
⇒「他宛名」とは、「同一人格の別の宛名」を想定しているが、別人格に充当
する運用はあるか、ご回答ください。
⇒⇒相続人代表や納税管理人となっている分や共有名義分などへの充当がよく
ある（D市）
⇒⇒各課の宛名の考え方が統一されていなかったため、宛名の名寄せ等でトラ
ブルが発生し、基本的には「同一人格の別宛名」が起らないないような運用に
変更しました。「他宛名」への充当の運用として、固定資産税の現所有者認定
を遡って行った結果、相続人代表として納税していたものを、納税義務者（現
所有者）分へ充当することはあります。（K市）
【提案】たたき台としては変更なしとする

b)滞納処分費にも充当できる機能が必要（H市）
⇒具体的にどのような機能が必要となるか。収納システムで管理する必要はあ
るか。
⇒⇒滞納処分費にも充当できる機能が必要と考えます。（H市）
【確認】収納システムに滞納処分費の調定をたてるということか（H市）

＜確認事項＞
・内訳内完納の考え方について、要否と理由を併せてご回答下さい（B市）
⇒⇒法人税の例として、法人割・均等割間の充当は自動では行われず、手動で
充当処理を行っていることから、内訳内完納としての自動振替機能は不要と考
える。
【確認】3 3 5（法人市町村民税の還付）で検討

0 3.2.9.
納期未到来
対象への充
当

納期未到来分への充当処理ができること。

3.5

納期未到来分への充当処理ができること。 一構成員の仕様に記載があります。実施団
体と未実施団体があると考え、オプション
機能としています。

＜検討事項＞
①制度的な面も含め、実運用上問題ないか、確認

⇒必要という意見あり。必須機能とすべきか、要否のご意見をください。
⇒⇒納税者からの希望があるため必要（C市）
⇒⇒実務上必要（D市）
⇒⇒実務上必要な場合が想定される。（給与特別徴収額の移し替え、法人市民
税の納付内訳誤りの移し替え、本人からの申し出）（E市）
⇒⇒本人の承諾の基に充当する場合があるため必要と考える。（H市）
⇒⇒必須。運用上行っているため。（I市）
⇒⇒本人から申出があれば、納期未到来分へも充当処理を行っている。必須で
お願いします。（K市）
【提案】オプションではなく必須とする

0 3.2.10.
加算金の充
当

還付加算金・充当加算金が発生した場合、税目、未納の
ある期別を選択し、選択した税目の期別へ充当入力がで
きること。

3.5

還付加算金からの充当処理ができること。 一構成員の仕様に記載があります。実施団
体と未実施団体があると考え、オプション
機能としています。

＜検討事項＞
①還付加算金・充当加算金が発生し、かつ、未納の期別がある場
合に充当することがあるか、運用を確認

⇒必要という意見あり。必須機能とすべきか、要否のご意見をください。
⇒⇒必要（C市）
⇒⇒実務上必要（D市）
⇒⇒業務上必須機能であるとの認識。更正で過納が発生した対象が滞納者の場
合、発生した加算金を未納期別に充当することがある。（E市）
⇒⇒必須。運用上行っているため。（I市）
⇒⇒現在、還付加算金を未納税に充当する場合、ダイレクトに充当処理が出来
ず、納付書での払込をしている。この処理ではタイムラグが発生するため、充
当処理を可能とし、必須でお願いしたい。（K市）
【提案】オプションではなく必須とする

10/13
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3.3. 還付処理

0 3.3.1. 還付処理

過誤納がある税目、期別を元に還付対象者一覧を抽出す
ることができること。
還付額は過誤納額から自動で設定されること。設定され
た金額の変更もできること。

還付入力を行った日付、還付処理の決済日、還付をする
予定日付、還付理由をを入力できること。

4.5

【還付済データ作成】
148.歳入戻出・歳出還付とも、還付済みデータを取
り扱えること（歳出還付データが決算に影響を及ぼ
さないこと）。
149.処理日に関らず、任意の日付（還付済み日）を
持たせることができること。
【還付済処理】
150.決済中の還付に対する還付済の入力を行う。還
付処理は完結し納付額が減額される。事由を還付欠
損として還付済み入力を行い、還付欠損扱いとす
る。

9.2.3.3　過誤納がある税目、期別を元に還付対象者
一覧を出力することができること。過誤納が発生し
た日付で抽出期間を設定できること。
9.2.3.3　過誤納額から自動で還付額の入力ができる
こと。処理日付、決済日、予定日付、還付理由を入
力できること。
9.2.3.3　自動で還付額を入力した場合には、手入力
で還付額を変更することもできること

還付・充当異動 通知処理
102.還付取消・充当取消ができること。

データ抽出機能 データ抽出機能
173.指定した期間に還付処理を行った一覧表が作成
できること。また、ＣＳＶデータとして出力ができ
ること。

140:税目を指定して一括還付が行えること。
還付条件としては、納期が到来し、かつ未納がない
こと。

また、還付充当通知書等が作成できること。
141:一括還付について、税の時効以前の還付につい
ては返還金として処理できること。

142：充当後、なお過納が発生しているものについ
て、一括還付処理を行う。還付請求書・還付充当通
知書・還付充当決裁書・還付充当決裁書（国保内
訳）・還付支払通知書を作成する。

歳出/歳入別に還付処理（取消処理含む）ができるこ
と。
過誤納分を充当後、還付処理ができること。

過誤納分を還付するにあたり、対象者の把
握と還付入力は必須機能であると考えま
す。
（充当が優先であり、それでもなお過誤納
が残る場合に還付を行う）

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・税の時効以前の還付については返還金として処理とはどういう
意味か（H市）

①
a)還付先口座が不明のときは、隔地払いができること。その際は、銀行へ持参
すれば現金と引き換えできる書類（金券的なもの）と本人以外が銀行へ行く場
合の委任状が出力できること（C市）
⇒他の構成員でも発生する運用か？オプションで差し支えないか？
【提案】C市以外に運用がないため、オプションとする

b)配当割控除不足額の還付処理（F市）
⇒具体的にどのような機能が必要となるか？
⇒⇒賦課側から配当割還付データを受け取り、還付通知書が出力できること。
　還付口座の管理、支払いデータが作成できること。支払い状況の管理ができ
ること。　（現状は、収納システム内での還付機能がないため、accessを併用
して処理・管理をしている。）（F市）
【確認】他構成員の運用を確認。システム対応しているか。充当（3.2.3）と
同じ取り扱いでよいか。

c)過誤納発生事由による抽出が必要（I市）
⇒他の構成員でも同様か、要否と理由をご回答下さい。
⇒⇒不要（C市）
⇒⇒誤納と過納（更正等による）の区別をしたい。重複納入等の誤納は収納管
理担当係にて、過納は課税担当係で還付先の問合せ等を行うため。（D市）
⇒⇒必要。還付作成を誤りなく行う上で必要な事前情報と考える。（E市）
⇒⇒過納（更正）と誤納で処理を分けているため。（I市）
⇒⇒過誤納発生事由は、一覧表に記載があればよい。（K市）
【提案】誤納と過納で対応組織が異なるなどの運用があることから、過誤納
発生事由についても必須として抽出条件に追加する
d)（税目、期別に加えて）)区、年度、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元
に還付対象者一覧を抽出（K市）
⇒他の構成員でも同様か、要否と理由をご回答下さい。
⇒⇒必要。税目、現年・滞繰の別で集計（C市）
⇒⇒必要（D市）
⇒⇒必要。還付作成を誤りなく行う上で必要な事前情報と考える。（E市）
⇒⇒区は政令市のみのオプション、年度は会計年度に修正すべきと考える。（H
市）
⇒⇒あればいいと思うが、必須とまではいかない。（I市）
【確認】年度はどの年度が必要となるか（K市）
【提案】区は指定都市要件として追加

その他：
還付をする予定日付とはなにか。（当市では還付処理日の夜間にデータ連携す
るため、還付予定日という概念がありません。）（K市）
⇒還付の支払いがされる日付を想定している。

（K市追記）
還付金の支出決議が財務会計データと連携し、振込完了後に「支払日」が自動
入力されること。
【確認】財務との相互連携について他の構成員の運用を確認

0 3.3.2.

還付予定日が到達したら、還付が実行されること。
還付処理結果の照会ができること。
還付の履歴管理ができること。

4.5

【還付処理・充当処理】
155.過納となっている期別明細について、一括で還
付処理を行うことが可能。

9.2.3.3　予定日付を迎えたら、自動で還付をおこな
うこと
9.2.3.3　処理を行った日付、決済日、定日付で抽出
期間を設定し、設定した期間の中で処理を行った該
当者をエクセル形式及び紙形式で還付・充当一覧が
出力できること。
9.2.3.3　処理を行った税目、期別へは、還付番号が
付番されること
9.2.3.3　還付の件数、金額が記載された還付集計表
が還付期間で該当者を絞った上で、還付集計表が税
目ごとに出力できること。

65　還付記録として、次の内容を画面上で確認でき
ること
『過誤納金対象者・過誤納金発生日・過誤納金発生
理由・過誤納金となった科目（税目）・過誤納金の
額・納税通知書からシステムで過誤納金を検索でき
る番号（通知書番号等）・時効の情報・納税通知書
からシステムで還付情報を検索できる番号（通知書
番号等）・過誤納金の賦課情報を検索できる番号
等・還付の対象者・還付先の口座情報・通知送付
先・還付額・加算金額・還付日・支出決定日・支払
い日・加算金の計算日と算出根拠』

69　期間を指定して、充当・還付の額を科目・支出
の区分に分けて集計する機能があること

145:還付対象の確定処理ができること。
121:大口歳出（○○円以上の還付額）還付一覧が作
成できること。

還付処理については上記と同様、必須機能
であると考えます。
管理するデータ項目については右記。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
①還付の記録として管理すべき情報項目は、中間標準レイアウト
（納付履歴ファイル）で必要十分か
②大口還付とはどういったものか（H市の運用）

その他：
a)充当と同様、決議処理の同日に支払い（予定日の概念なし）と予定日到達で
支払いの2通りの運用に分かれることが想定される。
⇒標準仕様としては、両方に対応できる必要があるか。どちらが効率的か？

⇒⇒団体の運用によって、選択できる形式にする必要があります。還付予定日
に還付済みとする団体と銀行からの振込結果の確認をもって還付済みとする団
体があり、運用を考慮して、任意のタイミングで処理できる方が良いと思われ
ます。（A市）
⇒⇒予定日到達で充当。ただし、システム上は処理と同時に充当が反映され
る。（C市）
⇒⇒予定日到達（I市）
⇒⇒収納システムでは日々のオンライン処理、課税システムでは月に２～３回
のバッチ処理をしているため、常にアンマッチが起っている。収納側は消込作
業があるため、日々のオンライン処理が望ましい。どちらが良いかは各市で意
見が分かれると思うが、課税・収納それぞれが同じタイミングで処理できるよ
うな仕様にしてほしい。（K市）
【確認】振込結果がエラーとなった場合、収納システム上はどう取り扱って
いるか。
【確認】即時ではなく予定日到達による処理のメリットは何か（C市、I市）
【提案】両方に対応することを標準仕様に記載することで差し支えないか

0 3.3.3. 還付取消

還付処理の取消ができること。 9.2.3.3　還付処理を取消することができること
9.2.3.3　取消前後の履歴が記載されたチェックリス
トが出力できること。取消前後の履歴が記載された
チェックリストが出力できること

歳出/歳入別に還付処理（取消処理含む）ができるこ
と。

入力ミスの訂正などのため、必須機能であ
ると考えます。

＜検討事項＞
①取消処理に伴う、前後の履歴チェックは必須の機能か（C市）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

②
a)還付決議の取り消し後に即時で再決議（I市）
⇒具体的にどのような機能が必要か？
⇒⇒現行システムでは、誤入力などで１度登録した充当を取り消した場合に、
同日には同じ期別の充当を登録できない仕組みになっているため、同日中に登
録できるようにできればいい。（I市）
【確認】他の構成員ではどうか？

0 3.3.4.
歳入還付・
歳出還付の
判定

還付額の、会計上の支出財源（戻出還付現年・戻出還付
滞納繰越・歳出還付）を、過誤納金発生日と課税年度等
から自動で判断できること。

42　還付額・充当額の、会計上の支出財源（戻出還
付現年・戻出還付滞納繰越・歳出還付）を、過誤納
金発生日と課税年度等から自動で判断すること

67　支出決定日ごとに、地方自治法施行規則第１５
条別表の科目別の下記パターン別に集計表を出力で
きること
１．現年歳入から現年歳入への充当　２．現年歳入
から滞納繰越歳入への充当　３．滞納繰越歳入から
現年歳入への充当　４．滞納繰越歳入から滞納繰越
歳入への充当　５．歳出から現年歳入への充当
６．歳出から滞納繰越歳入への充当　７．現年歳入
からの還付　８．滞納繰越歳入からの還付　９．歳
出からの還付

110:還付発生の際に、歳入、歳出を自動判定できる
こと。(出納閉鎖期間を含む。)
117:会計年度別還付先の税目（歳出還付、歳入還
付）の把握が行えること。
出納期間中にどちらの年度かの判別が可能なこと。
集計結果が作成できること。

126:4月1日から出納閉鎖までは歳入還付について、
前年度会計分も算出できること。

歳入還付と歳出還付区分、対象者整理番号（特徴個
人還付の場合は個人の整理番号）、税目科目、調定
年度・相当年度、期別、収入日（公金日）還付未済
額（本税、延滞金、督促手数料、還付加算金）、死
亡日、送付先宛名情報、口座情報、未納情報などの
データが出力できること。

領収日、収入日、会計年度、還付決定した日より、
歳入還付、歳出還付の自動判別ができること。

財務会計上、歳入科目から還付するか、歳
出科目から還付するか判定するために必要
な機能と考えます。複数の構成員の仕様に
記載があるため、必須機能と考えます。

＜検討事項＞
①判断基準（発生日、賦課年度）について、解釈の余地がある
か、要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)還付支出日と課税年度で自動で判断（K市）
⇒他の構成員でも同様であるか、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒歳入・歳出の判断をするため（調定年度、領収日、還付支出日で判断）（C
市）
⇒⇒必須機能。自動判断されないと、財務会計上の支出処理時に甚大な手間が
かかる。（E市）
⇒⇒たたき台どおりでいいのでは？（支出日なら決定日？）（I市）
【確認】還付支出決定日・課税年度・過誤納金発生日で判断で問題ないか。
【確認】課税年度ではなく調定年度が正しいか

b)法人市民税については、年度を繰り越した未調定分の還付について、調定年
度を基準に歳入・歳出還付ができる必要がある。（I市）
例：納付はR１年度中だったが、未調定のままR2年度になり、R2年度中に調定し
還付が発生した場合、歳入還付になるはずだが、納付日がR1年度のため、シス
テムの基準日によっては歳出還付になってしまう場合がある。
⇒他の構成員でも同様であるか、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒必要。現行では本機能がなく還付一覧表を歳出から歳入へ手書きで変更し
て扱っているため効率がよくなる。（C市）
⇒⇒歳入・歳出還付区分の認識は同様である。たたき台に記載しないと基準が
統一されないということであれば記載したほうがよいのでは。（E市）
⇒⇒法人市民税に関わらず、同様の事例が発生した時には、決算事務の都合
上、翌年度の会計年度へ振替処理をしている。決算処理後、調定がたてば、そ
の振替処理後還付処理を行っている。そのため、還付処理をした場合は歳入還
付となる。（K市）
【確認】税目に関わらず、年度を繰り越した未調定分の還付は、調定年度を
基準に自動で判断すべきものという理解で正しいか

0 3.3.5.
法人市町村
民税の還付

確定申告等による減額、重複納付等による過誤納につい
て、還付できること。

還付・充当異動 通知処理
98.法人住民税の自動充当機能をサポートしており、
還付発生日の範囲を指定し、一括充当ができるこ
と。還付口座情報の管理もできること。

99.法人市民税の還付発生事由に応じた起算日判定が
可能なこと。また、中間納付額の還付については自
動充当処理が可能なこと。

152:法人市民税の収入を調定に合わせて組替えがで
きること。
154:法人組替による異動結果について、確認用の一
覧が作成できること。
156:法人市民税等の申告税で調定のないもの及び調
定額≠収入額の一覧が作成できること。データ出力
もできること。

法人市民税について，以下のものを個別または一括
で抽出し，還付処理ができること。
・確定申告等による減額
・重複納付等の事由　等

法人市町村民税の還付に関する固有要件で
あり、必要十分かを検討します（右記）。

＜検討事項＞
①抽出条件など、法人市町村民税特有の要件が他にもあるか、要
確認

＜確認事項＞
・組替とはどういったケースを想定しており、どういった機能が
必要か（H市）

①
a)法人市町村民税特有の要件として、均等割と法人税割額の納付内2誤りの場合
は納付額が調定額以上とはならないが、充当（内訳の入れ替え）が必要（E市）
⇒他の構成員でも同様か、要否と理由をご回答下さい。
⇒⇒同様のことはあるが、充当処理をせず納付履歴修正で対応している。（C
市）
⇒⇒必要（D市）
⇒⇒システムの仕様による。別々に収納しているシステムであれば必要だし、
計算上分けているだけで収納は合計額で行っているなら不要であると考える（H
市）
⇒⇒課税側の調定が法人税割と均等割に分かれているため、納付の内訳が誤っ
ているとそれぞれ過納と未納が生じてしまう。そのため、法人税割と均等割の
充当が必要。（I市）
⇒⇒当市では均等割と法人税割は併せて調定しており、当然併せて収納（消
込）されている。（K市）
【確認】調定均等割と法人税割、分けて管理すべきか。分けている場合の
み、入れ替えの機能が必要となるか。
【提案】入れ替え機能は必須として定義する

b)事由別（減額・誤納）に還付予定者が一覧で抽出される必要（I市）
⇒他の構成員でも同様か、要否と理由をご回答下さい。
⇒⇒不要。現行機能でないため（税目、現年・滞繰で抽出している）。（C市）
⇒⇒当市では還付対象一覧データの抽出項目に還付事由も含まれている。（E
市）
⇒⇒標準機能では不要と考える。通知文を分ける理由で出力をわけるなら理解
できるが、一覧を出力するだけなら汎用出力で問題ないと考える。（H市）
⇒⇒減額・誤納では還付加算金の計算方法も異なり、還付通知書の事由も異な
るため分けて抽出できる必要がある。過納（更正）と誤納で処理を分けてい
る。（I市）
⇒⇒減額による過誤納は、課税側からの連絡箋を基に処理をしている。誤納に
ついては、一覧表があればマッチング作業に使用できる。（K市）
【確認】3.3.1の抽出条件に過誤納発生事由を追加することで必要十分か
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選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

その他（D市の要件）：
a)法人市民税の還付発生日の範囲を指定し、一括充当ができること
⇒他の構成員でも同様か、要否と理由をご回答下さい。
⇒⇒不要。現行機能なし。既に納付している場合があるため。（C市）
⇒⇒法人市民税は充当要件が複雑であることから、当市では一括充当を行って
いない。一括充当が誤りなく行えるようならオプション化が望ましい。（E市）
⇒⇒法人市民税：現状そのような機能はなく、1件ごとに充当先があるか確認を
している。D市のような機能があれば業務負担が軽減されるため実装されること
が望ましい。（I市）
⇒⇒法人市民税に限定する理由が不明である。（H市）
⇒⇒納付先行（相手なし不一致）の場合の、単純消込作業のことか（K市）
【確認】D市に具体的な機能・運用を確認

b)法人市民税の還付発生事由に応じた起算日判定が可能なこと。
⇒具体的にどのような機能が必要となるか？
⇒⇒還付発生事由と還付発生した申告区分の組み合わせから、正しい起算日判
定に必要な情報を自動設定し計算する機能（E市）
【確認】他の構成員でも必要となるか

c)中間納付額の還付については自動充当処理が可能なこと。
⇒具体的にどのような機能が必要となるか？
【確認】D市に具体的な機能を確認

0 3.3.6. 還付加算金

還付対象の税目、期別へ法令どおり加算金の計算ができ
ること。起算日は任意に設定できること。
申告税特有の同一事業年度における充当・還付などにつ
いて、税法に則った 延滞金、還付加算金の計算が可能で
あること
計算された加算金の変更ができること。

【還付加算金】
136.還付加算金の計算ができること。起算日は任意
設定できること。

9.2.3.3　還付をした対象の税目、期別へ法令どおり
加算金の反映ができること
9.2.3.3　反映した加算金については加算金額の変更
ができること

還付・充当異動 通知処理
94.「還付加算金」の計算ができること。

45　地方税法『還付加算金』と関連法にしたがい、
還付（充当）加算金額を計算すること
46　同じ発生根拠で、複数の期別に発生した過誤納
金の端数処理を正しく行うこと
47　加算金の端数処理を正しく行えること
48　加算金の端数処理を正しく行えること
49　加算金額を、オンライン入力で修正する機能が
あること

107:計算方法毎に還付加算金が計算できること。
(過誤納処理事由別に還付加算金起算日、還付時効起
算日が自動判定できること。また、手入力で指定も
できること。)
108:還付加算金は処理毎に計算しない、任意設定、
自動計算が選択できること。
109:申告税特有の同一事業年度における充当・還付
などについて、税法に則った延滞金、還付加算金の
計算が可能であること。

全科目について法令等に基づき、自動・手動で還付
加算金計算がおこなえること。
還付加算金の起算日（過誤納金額の納付日等）を自
動および手動で設定できること。

還付加算金を正しく管理するため、必須機
能だと考えます。

＜検討事項＞
①法令通り、という仕様化で、解釈にゆらぎは生じないか（適状
日の設定方法など）
②手動で計算するのは、どのようなケースが考えられるか。（H
市、I市の運用）

①
a)加算金計算の見解の統一が必要（E市）
⇒他の構成員においてご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒除算期間の入力も出来ること。（K市）
②
手動計算は以下のケース
・一部充当等の場合、加算金除算期間の正しい自動計算が理想であるが、シス
テム上不可能であれば手動計算を行う必要が生じる。（E市）
・還付決議前に加算金額を算出する必要がある場合（歳出予算残額との兼ね合
い等）（I市）
・市要綱による固定資産税の返還金に付随する返還加算金の計算に必要となる
場合（I市）
⇒他の構成員ではどうか？手動計算の余地を残すことは差し支えないか？（シ
ステムでの完全自動化は困難か）
⇒⇒手動計算の余地を残すことは差し支えない（C市）
⇒⇒法定通り計算されたうえで、手動による変更可能がよい。I市同様に、償還
金制度があり、それに対する加算率は手動で対応となる（D市）
⇒⇒一つの期に対して分割納付された場合、自動計算ではなく、手計算をして
います。（K市）

【提案】①②踏まえ、手動での計算余地は残すことで差し支えないか（たた
き台の変更なし（延滞金の記載は延滞金の項に移動））

0 3.3.7.

還付加算金の計算経過を確認できること。 【還付加算金】
137.還付加算金の計算内容が表示できること。
【手続き情報参照】
138.還付手続き中（還付通知書発行済み）の情報を
参照できること。

50　基準割引率の変動を保存できること 全科目について、還付加算金の計算経過を確認でき
ること。

複数の構成員の仕様に記載があり、住民の
問合せに回答する目的で、必須機能である
と考えます（特に自治体有責での過納時に
おけるクレーム防止対応）。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

追加論点なし

0 3.3.8. 口座還付

還付先の口座を税目別に登録できること。過去に還付を
行った履歴情報から口座を選択できること。
該当する口座が分からない場合は、口座照会通知を出力
できること。

4.5

【還付金振込】
142.還付先の口座を税目別に登録できること。過去
に還付を行った履歴情報も表示され口座を選択でき
ること。
【還付方法】
144.振込先口座情報を追加した後の口座振込対象者
と窓口現金支払者の一覧表（還付調書）が作成でき
ること。一覧表は、歳計別（歳入還付・歳出還
付）、細節別（現年度、過年度、滞納繰越）等で作
成できること。

9.2.3.3　過誤納が発生した個人、法人については、
口座振替登録を行ってない場合は、システムから過
誤納が発生した日付で抽出期間を設定し、設定した
日付で口座照会通知が発行できること。
9.2.3.3　該当者の宛名番号を入力し個別でシステム
から口座照会通知が発行できること。
9.2.3.3　口座情報を入力できること
9.2.3.3　同税目であれば再度還付が発生した場合、
翌年度いっぱいは同口座に振り込むよう設定される
こと
9.2.3.3　口座番号が判明していない状態でも還付処
理を行えること

還付・充当異動 通知処理
93.金融機関を指定して還付処理ができること。

還付・充当異動 通知処理
96.還付先の口座を税目別に登録できまること。過去
に還付先登録を行った履歴情報も一覧表示され、そ
こから口座を選択できること。

57　還付対象者へ、還付金振込先口座の確認通知を
印刷する機能があること
59　振込口座を納税義務者別に、登録・修正・削除
する機能があること
60　登録した振込口座情報を、次回の過誤納金処理
の振込口座として使用できること
95　還付先口座が不明な還付対象者に、還付金振込
先口座を聞くための帳票を印刷する機能があること

104:還付先口座情報の照会・入力ができること。
105:還付先口座について税および各保険料で分けて
管理できること。
106:還付先の口座(口座に登録済の振替口座、還付口
座、以前に使用した還付口座)が選択できること。
111:還付については一括口座振込、現金や臨時口座
払いにも対応できること。
147:口座振込不能になった場合、振込不能情報を追
加入力できること。

還付口座登録者及び還付履歴のある対象者（法人及
び個人）については該当口座を抽出し、口座振込に
よる還付処理ができること。

還付するため、口座の管理は必須機能であ
ると考えます（振替口座とは異なる場合あ
り）。

＜検討事項＞
①現金還付を行っている場合、システム上の対応について
②振替口座から口座を特定する運用は想定されるか
③口座が判明している場合（過去に還付実績あり、等）、自動で
口座が割り当てられるなどの運用は想定されるか。

＜確認事項＞
・口座が判明しない場合の取り扱い（C市）

①
a)標準仕様として、現金還付（領収書出力含む）の実装要否について
⇒ご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。（運用していない自治体が多いと想
定される）
⇒⇒現金還付については、財務会計システム上で支払処理を行い、還付日や還付方法につ
いてシステム収納履歴に情報登録を行っている。（E市）
⇒⇒現金還付自体は例外ではあるが運用上ある。還付の処理状態として「現金還付」が選
択でき還付済みとわかるようになればよい。（I市）
⇒⇒現金還付は実施しているが、収納システム側に特別な要件はない。（J市）
⇒⇒当市では直近数年間現金還付は行っていないが、システム上で窓口払（現金還付）を
入力すると領収証書が出力される必要がある。（K市）
【確認】処理状態で現金還付を管理できることを3.3.12（還付先）に追加（I市）
【確認】領収書は出力されなくて差し支えないか
②
・振替口座から特定して還付口座に指定する運用が一般的と想定。
・振替口座がない場合に、還付用口座を登録している。
⇒⇒→口座振替の申込税目の振替口座へは還付処理を行っている。（K市）
③
a)口座を自動引用してお知らせに印字する運用が一般的という意見

その他：
税目別に登録できる必要はなく、標準機能としては一つだけ登録できればよいと考える。
税目ごとに登録するのは相手方に対するサービスであるためオプションとするほうがよい
と考える（H市）
⇒他の構成員において意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒金融機関との約定により税目別の登録である。標準仕様とすべきである。（B市）

＜確認事項＞
・口座が判明しない場合の取り扱いをご回答ください（C市）。
⇒⇒口座照会を行う。それでも判明しない場合は隔地払いをしている。
【事務局】3.3.1①a)参照

0 3.3.9.

還付の口座振込依頼データを作成できること。
集計表、内訳表を出力できること。
支払データの作成を行った時点で支払状況が支払い済み
となること。

4.9

【還付金振込】
143.還付データのうち、口座へ返すデータを抽出し
て金融機関依頼用の口座振込ＦＤを作成できるこ
と。

9.2.3.3　前回還付時の口座番号が判明している場合
であっても、還付の処理をしないと振込みができな
いこと
9.2.3.3　集計表、内訳表、還付振込データが税目ご
とに出力できること
9.2.3.3　振込データ出力時に支払日入力できるこ

還付・充当異動 通知処理
97.還付データのうち、口座へ返すデータを抽出し金
融機関依頼用の口座振込FDを作成できること。全銀
フォーマットに対応していること。

61　金融機関用の振込データを作成する機能がある
こと
63　金融機関用の振込依頼書を印刷する機能がある
こと
64　金融機関用の振込依頼書を振込予定日を指定し
て、一括して印刷する機能があること

143:還付金の支払データの作成を行った時点で支払
状況が支払い済みとなること。
144:任意に指定した振込日の還付金支払情報から，
口座振込分について振込依頼書が作成できること。
また、金融機関受渡し用(ゆうちょ銀行含む)に振込
データ（全銀協フォーマット）も作成できること。
また、振込明細データも出力できること。（財務会
計用）
148:還付対象確定入力をしたものについても振込
データ作成までは取消ができること。

還付の口座振込依頼データを一括及び個別に作成で
きること。

還付金口座振り込みを効率的に行うため
に、金融機関向けのデータ作成は必須機能
と考えます。

データフォーマットは全銀協フォーマット
が標準であると想定されます。

＜検討事項＞
①収納システムで支払いデータを作成する場合と財務会計システ
ムから支払う場合の運用の違いについて確認（財務会計上で債権
者登録⇒支払い）
②金融機関にデータ以外の提出方法（依頼書など）があるか

①
a)I市では、収納システムで還付処理を行っただけでは支払い済みにならず、財
務会計側で支払った結果を引き込んで支払い済みにしている。（振込不能と
なった場合への配慮か？）
⇒他の構成員ではどうか、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒支払日到来前に還付済みとする団体と、支払日到来をもって還付済みとす
る団体があり、運用を考慮して、任意のタイミングで処理できる方が良いと思
われます。支払日到来前に還付済みとする団体と、支払日到来をもって還付済
みとする団体があり、運用を考慮して、任意のタイミングで処理できる方が良
いと思われます。（A市）
⇒⇒不要。財務会計と収納システムは連動していないため。（C市）
⇒⇒財務会計側で支払った結果を引き込んで支払い済みにする機能はない（E
市）
⇒⇒収納システムで還付支払いデータを作成した時点で支払い済みになる。振
込不能となった場合は、未支払いの状態に修正する必要あり（F市）
⇒振り込み不能への配慮ではなく、システムの集計上還付未済分が還付として
集計されないようにするためが大きいと思われる。また、次期システムではこ
の機能は廃止見込み。「任意の時点で支払い済の処理をかけらること」といっ
た表記が望ましい。（I市）
⇒財務会計システムとの連携はない。（J市）
⇒⇒収納システムで支払いデータを作成し、財務会計システムへデータ連携を
行っている。（K市）
【確認】処理日で還付済みとなるか、支払い予定日到達で還付済みとなるか
【提案】両方に対応できるよう、たたき台を修正する。
【提案】財務会計からの支払い結果の引き込みは要件化せずに、振込エラー
に対応するため、未済状態に戻す要件を追加する

b)財務会計側で支出伝票を切るケースにおいて、収納システム側では特段の対
応は必要ではないか？（対象データの特定など）
⇒⇒財務会計側で支出命令を作成し、収納システムへ反映させる場合は、振込
用納付書を用いて支払いをしている。振込用納付書には、「区・税目・年度・
通知書番号」等、税情報を特定できるデータを入力しているので問題ない。（K

0 3.3.10.
還付時効管
理

還付の時効管理(起算日の設定、修正、削除等)ができる
こと。（時効完成した場合は、時効であることを表示す
る。）
時効完成日を自動計算できること。
還付通知を再出力した際には、時効が初期化されるこ
と。

【時効成立・３年消滅・即時消滅管理】
174.５年時効・３年消滅・即時消滅を判断できるこ
と。（料は、２年時効）

9.2.3.3　還付通知発送日、還付到来日、還付発生日
及び 終の還付通知発送日をシステムで管理できる
こと。（還付時効を管理できる日付をシステム上
持っていること）
9.2.3.3　還付通知を再発送した際には、時効はリ
セットされること（再通知発送から5年）
9.2.3.3　時効日が到来したら自動で還付不可となる
こと。
9.2.3.3　還付発生日、 終の還付通知発送日をシス
テムで管理し、自動で時効計算できること

■徴収簿の異動
還付の時効情報を修正する（即時）

52　地方税法第18条の3の定めに従い、未処理過誤納
金を時効にすること

50:税の時効を超えた市税等返還金に対応できるこ
と。
122:還付時効経過日（還付中から税は５年、料は２
年経過）を任意期間で指定抽出したものについて、
還付欠損リストが出力できること
130:還付催告書等を発行したときに時効の中断する
かどうかパラメータで設定できること。
131:対象還付金の時効到来予定日を確認できるこ
と。
132:時効到来した還付金に対する時効の入力ができ
ること。
133:保険料年金特徴の場合、時効の種類(還付先、２
年還付・５年還付)によって管理ができること。

還付の時効管理(起算日の設定、修正、削除等)がで
きること。（時効完成した場合は、時効であること
を表示する。）
時効完成日を自動計算できること。

還付の時効管理に関する記載はほとんどの
構成員の仕様に記載があることから、還付
を適切に処理するため、時効の管理は必須
機能であると考えます。

＜検討事項＞
①時効の判断は、法令解釈にゆらぎは生じないか、要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・返還金とは何を指すか（H市）

追加論点無し

0 3.3.11.

期間を指定し、還付時効日を迎えるデータを抽出できる
こと。
時効を迎えた過誤納については、還付先を自治体として
還付を行えること。

同上 ＜検討事項＞
① 終的には自治体の歳入になる運用か。それらは決算処理で処
理されれば問題ないか。

①
構成員の意見を踏まえると、
「時効を迎えた過誤納については、還付先を自治体として還付を行えるこ
と。」については、仕様化は必要ないと想定される。
【提案】緑字部分はたたき台から削除

0 3.3.12.
還付先、還
付通知先管
理

還付登録時に、還付先として納付義務者本人、法人、ま
たは他の宛名を選択できること。

9.2.3.3　税目、期別、通知書番号で還付先を特定
し、他の宛名へ還付をすることができること。
9.2.3.3　他の宛名へ還付をした際には、還付元の還
付額が自動で変更されること。

還付登録時に、還付先として納付義務者個人、法人
を選択し、管理（参照、登録、修正、削除）できる
こと。
還付通知先として送付先等から任意の個人を登録可
能なこと。

複数の構成員の仕様に記載があり、本人以
外へ還付する運用は想定されるため、必須
機能と考えます。

＜確認事項＞
・他の宛名へ還付をした際には、還付元の還付額が自動で変更、
とはどのような処理をイメージしているか。（C市の運用）

追加論点なし

＜確認事項＞
・他の宛名へ還付をした際には、還付元の還付額が自動で変更、とはどのよう
な処理をイメージしているかご回答ください（C市の運用）。
⇒⇒ＡからＢへ還付した際にＡの過誤納が「0円」になること。（C市）

【提案】3.3.8（口座還付）にあった現金還付を追加する
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フ
ローとの

対応
要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市 C市

0 3.3.13.

市町村民税（給与特別徴収）の過誤納金について、特別
徴収義務者の還付登録時に、還付先として納税義務者個
人を選択できること。
還付通知先は特別徴収義務者を設定できること。

【特徴還付・返納保留一覧表】
153.還付保留者データの一覧表を作成することが可
能。
（EUCでの対応も可）
【特徴における個人への還付】
156:住民税給与特徴について、個人宛の還付処理
（還付通知、還付FD作成）を行うことが可能。
157.退職所得分の還付が個人宛に還付処理ができる
こと。

41　給与特別徴収の過誤納金の還付・充当先として
納付した法人の従業員を選択できること

21:市町村民税・道府県民税特別徴収の個人過誤納金
還付充当履歴が事業所・個人双方から表示できるこ
と。
102:特別徴収税額を個人に還付・充当できること。
155:個人市民税（給与特徴）について調定額≠収入
額の特徴の一覧が作成できること。データ出力もで
きること。

個人市民税（特別徴収）について、特徴義務者の還
付登録時に、還付先として納税義務者個人を任意に
選択し、管理（参照、登録、修正、削除）できるこ
と。
還付通知先として特徴義務者を登録可能なこと。

複数の構成員の仕様に記載があり、給与特
別徴収義務者ではなく納税義務者本人に還
付する運用は想定されるため、必須機能と
考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
還付通知を個人にも出力する（F市）
⇒3.3.17の記載で必要十分か？
⇒⇒給与特別徴収の個人還付については、個人宛の還付通知書が出力されれば
良い。（F市）

【事務局】3.3.17（還付通知発行/再発行）のたたき台参照

0 3.3.14.

市町村民税（年金特別徴収）の過誤納金について、還付
先として年金保険者を選択できること。
年金保険者への還付の判断が保留になる場合、還付処理
の保留ができること。

【賦課情報当初登録】
8.特徴死亡者一覧表が出力できること、CSV出力でき
ること。
【特徴還付・返納保留管理】
152.特徴（国民健康保険、介護保険料、後期高齢医
療保険料、住民税年金）の過誤納について、被保険
者に還付するか、年金保険者へ返納するかが不明な
場合、還付を一時的に保留することが可能。

9.2.3.3　年金特徴過誤納データ（領収日＞死亡日or
領収日≧転出日）については、機構への返納不要が
確定するまで還付しないよう制御がかけられるこ
と。

40　年金特別徴収の過誤納金は還付・充当先として
年金保険者を選択できること

以下、年金特徴の還付
100:年金特徴の場合は、年金保険者宛の返納処理も
できること。
134:年金特徴の場合、本人還付分・還付保留分・年
金保険者還付分に分けて管理できること。(メモでの
対応は不可。フラグ管理は可。)
135:返納待ち状態を把握するために、還付の口座の
申請書が返信された時にすぐに本人へ還付処理して
はいけないことが確認できること。
136:未支給年金保留者の該当者一覧が作成できるこ
と。
137:過誤納金発生単位に返納日が指定できること。
返納分には還付加算金の計算は行わない。
138:オンラインで返納入力済の過誤納について、支
払日（返納日）更新を行い、件数・金額の集計表で
ある返納情報総括表及び返納情報一覧表が出力でき
ること。
139:各税目の年金特徴において税額更正による減額
がされないまま未納で残っているものについて、決
裁用の一覧が出力できること。

ただし、年金特徴については死亡日での判定ができ
ること。
年金特徴については死亡日での判定ができること。
年金特徴期の過誤納については、年金特徴過誤納一
覧表を作成する。

複数の構成員の仕様に記載があり、本人死
亡等により、年金保険者（年金機構）に還
付する運用は想定されるため、必須機能と
考えます。

＜検討事項＞
①年金特徴の死亡者への還付の運用について、なにをトリガーに
どのような処理を行うべきなのか、要確認。
（保留後の処理が自治体によって異なるように伺える）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・返納金とは何か（H市）
・未支給年金保留者の該当者一覧とはどのような帳票か。（H市
の運用）
・死亡日での判定とはどのような運用か。（H市の運用）

①
（構成員ごとに対応が異なっている）
各構成員の運用とシステムで対応している範囲を伺いたい
⇒⇒年金保険者からの通知を基に還付処理をしている。（C市）
⇒⇒年金保険者からの回答をもとに還付判断を行う。保険者によっては自発的
に還付（返納）請求を行ってくるが、請求のない保険者については、還付判断
について市から年金保険者へ照会を行っている。（E市）
⇒⇒死亡後の年金から徴収された年金特徴は、還付or年金局への返納が判明す
るまで還付保留でき保留者一覧が抽出できる機能が必要。また、返納の場合、
システム上で返納入力ができること。（F市）
⇒⇒死亡日と年金特徴分の過誤納発生日の関係により社保庁返納金が発生する
場合は、担当者が還付区分「社保庁返納」を選択したうえで還付決議し、相当
額を返納している。死亡日が該当の年金支給日（＝領収日）の前日以前の場合
で、過誤納発生日時点で年金保険者（年金機構）への返納の有無が未判定の場
合は、判定されるまで「還付保留」を選択したうえで還付決議している。次期
システムでは、該当者抽出→複数選択一括処理の機能を実装予定。上記の運用
に必要な「社保庁（機構）返納」・「還付保留」の区分が設けられ、通常の還
付決議と区別されることが必要（I市）
⇒⇒年金保険者に年金保険者への返納要不要を確認して還付処理を行ってい
る。
②年金保険者へ返納する場合、税の科目から別科目へ振替処理を行ってから支
出しているため、ダイレクトに「還付」するという考え方ではありません。（K
市）
【確認】概ね、I市の要件で充足するか。システムの範囲と手運用の範囲を確
認（I市）

＜確認事項＞
・返納金とは何かご回答ください。（H市）
・未支給年金保留者の該当者一覧とはどのような帳票か ご回答ください （H

0 3.3.15.
還付未済処
理

還付通知出力後、還付処理が未済のものを期間を指定し
て抽出できること。
対象者に対して、還付通知書を再発行できること。

4.19,21

9.2.3.3　還付登録を行った該当者について還付期間
を該当者を絞った上で還付登録済み一覧の出力がで
きること
9.2.3.3　還付通知発送後、一定期間還付金の受け取
りがない対象者について、再通知書が発行できるこ
と

還付未済一覧表作成 還付未済一覧表作成
153.指定された年度の還付未済一覧表を作成できる
こと。

58　振込先口座の確認通知への返信が指定期間以上
ない対象を抽出し、確認通知を印刷する機能がある
こと

66　還付のお知らせや振込口座調査書を送付しても
回答がない対象者（還付未処理者）への対応を支援
する機能があること

119:還付処理が行われているが還付済み入力が未済
のものを当初または 新の（再発行日や還付催告日
等を考慮）通知日で期間抽出して、過誤納還付充当
通知書・過誤納還付請求書の再通知が発行でき、発
行した一覧が出力できること。
123:還付処理が行われているが還付済み入力が未済
のものを当初または 新の（再発行日や還付催告日
等を考慮）通知日で期間抽出して、一覧、集計表が
出力できること。一覧には未納や口座登録につい
て、有無状態を表示できること。データ出力もでき
ること。

還付通知を送付したが、還付処理が未済のものを抽
出できること。

ほとんどの構成員の仕様に記載があり、還
付の実施状況を把握するために必須機能で
あると考えます。

＜検討事項＞
①還付通知書の再発行機能は必須か
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
還付未処理者への対応を支援する機能があること、とはどのよう
な処理を想定しているか。（E市の運用）

①
再発行は必要という構成員が多い。
⇒必須機能として差し支えないか、ご意見と理由をご回答ください。
⇒⇒必要（C市・D市・I市・K市）紛失や別件で窓口来庁した時の案内などで必
要。還付勧奨にも利用（I市）
【提案】再発行（緑字部分）は必須とする

②
勧奨通知の発行（F市）
⇒他の構成員でも同様か、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒不要。発行していないため。（C市）
⇒⇒一定期間還付未済の対象に対し勧奨の通知を行っている。業務上必須機能
であるとの認識（E市）
⇒⇒必要だが、再発行でも可。還付未済額の減のために必要な事務である。（I
市）
⇒⇒還付通知発送後、２か月経過しても口座指定の返送がない場合に、「未払
い一覧表」をシステム抽出し、対象者へ「市税の払い戻しについて」というタ
イトルに変更したものを送付している。なお、還付の時効の計算は、「市税の
払い戻しについて」の発行日を始期としている。（K市）
【確認】再発行した場合の還付の時効計算は、他の構成員もK市と同様か？
（3.3.10　還付時効管理参照）
【確認】勧奨通知は、再発行機能があれば不要で問題ないか？

＜確認事項＞
還付未処理者への対応を支援する機能があること、とはどのような処理を想定
しているか。（E市の運用）
⇒⇒詳細不明

0 3.3.16.

還付未済であるものを、科目・支出の区分・時効に分け
て集計できること。

9.2.3.1　納期限が経過し未納の税目がひとつでもあ
れば、還付未済一覧に充当先がある旨の印等が記載
されること。全税目の中で今現在口座振替を行って
いる該当者については、還付未済一覧にその旨があ
ることがわかるよう印等が記載されること。

還付・充当異動 通知後処理
106.通知後処理を行った対象データに対して、事務
が完了後に「処理中」から「処理済」へ区分が変更
されること。「処理済」となることで、還付消込が
終了したことになること。

71　還付又は充当が未処理であるものを、科目・支
出の区分・時効に分けて計算する機能があること

99:還付対象の期別について過誤納発生、還付通知、
還付未済等、過誤納状態が管理できること。
124:還付未済リストは年金特徴の場合、本人還付
分・還付保留分・年金保険者還付分に分けることが
できること。
125:還付処理が行われているが還付済み入力が未済
の還付金の件数と合計金額を、税目・会計科目別に
算出できること。
127:現年度及び滞納繰越収入分の歳入還付未済（当
該月末日において振込できなかった）額の一覧表が
作成できること。
還付未済額について歳入還付と歳出還付を区分して
月末現在の対象者のデータが出力できること。

ほとんどの構成員の仕様に記載があり、還
付未済について状況を把握するとために必
須機能と考えます。

＜検討事項＞
①還付未済状態の集計区分は必要十分か。

①
a)区分として、調定年度・還付発生年度が必要。（I市）
⇒他の構成員も同様か、要否と理由をご回答ください。
⇒⇒必要（D市・E市）
⇒⇒調定年度と還付発生年度が異なるケースですか。どのような場合に発生し
ますか。還付充当決議日で時効管理は行っているので、調定年度・還付発生年
度は不要。また、時効のタイミングで還付未済対象一覧のリストが必要。リス
トには、還付決議した際に付番される管理番号・還付充当決議日・還付未済額
等の項目が必要。（K市）
【確認】K市の不要意見に対して、D市・E市の意見確認

0 3.3.17.
還付通知発
行/再発行

還付を行う税目、期別の対象者について還付通知が出力
できること。
給与特別徴収の個人還付については、個人用の還付通知
書を出力できること。

4.6

【過誤納還付通知書・充当通知書出力】
140.誤納還付通知書、充当通知書の出力ができるこ
と。
【還付通知書・振込表示】
141.還付金を口座に振込む場合の還付通知書の作成
については、振込口座・口座名義人・振込予定日を
記載することができること。口座情報については、
口座システムを利用できること。

9.2.3.3　還付を行った税目、期別の対象者について
過誤納金還付・充当通知書が発行できること。
9.2.3.3　処理を行った日付、決済日、予定日付で抽
出期間を設定し、過誤納金還付・充当通知書は発行
できること。内訳が記載された財務用充当一覧が発
行できること

調定・収納状況 過誤納照会
56.過誤納処理状況（還付情報、充当情報）の確認が
でき、決議書・通知書の再発行が行えること。

還付・充当異動 通知処理
100.「還付･充当決議書」「還付･充当通知書」を即
時出力できること。

101.還付通知書は再発行ができること。

還付・充当異動 通知処理
105.還付通知書に還付口座を記載することができる

72　充当・還付に関する、還付・充当の対象者宛の
通知を印刷する機能があること
81　還付の対象者宛に、還付のお知らせ（通知）を
出力する機能があること
⇒付随する要件は充当のお知らせと同様

88　還付及び充当の対象者宛に、還付及び充当のお
知らせ（通知）を一様式で出力する機能があること
※対象者への通知文及び郵送料を減らすために必要

96　還付のお知らせ又は還付及び充当のお知らせ
と、同封できるように出力する機能があること
97　還付金振込先口座の調査であることを通知する
文面を記載すること

113:過誤納還付請求書(口座の申請書)、過誤納還付
充当決裁書、過誤納還付充当通知書、過誤納還付支
払通知書が出力できること。
条件指定により一括出力もできること。
114:過誤納還付請求書(口座の申請書)、過誤納還付
充当決裁書、過誤納還付充当通知書、過誤納還付支
払通知書の再発行ができること。（帳票の発行・未
発行の選択も可能とする。）
115:過誤納還付請求書(口座の申請書)、過誤納還付
充当決裁書、過誤納還付充当通知書、過誤納還付支
払通知書について、宛先を修正しての発行が出来る
こと。
118:窓口で過誤納金を還付した結果（支払日，受領
者等）が登録でき，受領書が発行できること。
120:還付通知書の発送日を指定して、還付通知書対
象者のデータが抽出できること。(同一人で複数税目
ある場合に還付通知書を名寄せし発送するために使
用。)

給与特徴の個人還付については、個人用の還付通知
書を発行・再発行できること。

ほとんどの構成員の仕様に記載があり、還
付を通知するために必須機能であると考え
ます。詳細な運用上の差異については右記
に検討項目を記載しています。

＜検討事項＞
①庁内で使用する決議書はシステム出力が必要か、要確認
②還付の運用として、
・お知らせ発布⇒本人からの請求⇒還付決定の処理が一般的か。
・決定した後の通知のみが一般的か。
③現金還付を行っている場合、システム上の対応について
④同一タイミングで複数税目の還付が発生した場合の対応につい
て（帳票を一つにする、帳票は一つにせず名寄せして送付する、
等）

①
a)決議書について、システム出力している構成員が多い。
⇒標準仕様として必須機能とするか、オプション扱いで差し支えないかご回答
ください。
⇒⇒オプション扱いで差し支えない。使用していないため。（C市・H市）
⇒⇒必要（D市・E市）
⇒⇒決議書自体は不要だが、決裁に添付するリストは必要（I市）
⇒⇒文書管理規定上支出決議と支出命令は別仕様。必須機能でお願いしたい。
（K市）
【確認】3.2.7参照

②
a)お知らせ発布⇒本人からの請求⇒還付決定が一般的と想定される。
⇒標準仕様としては上記を前提として差し支えないか、ご回答ください。
⇒⇒問題ない（C市・E市・H市・I市・K市）※法人市民税については、確定申告
書の還付請求税額欄をもってして、還付請求があったものとみなすため、当市
ではお知らせは送らず還付決定をしている。（I市）
【確認】法人市民税への還付について、他の構成員の運用を確認

b)口座が判明している場合はプレ印字、判明してない場合は口座申請書を同封
する運用が一般的と想定される。
⇒標準仕様としては上記を前提として差し支えないか、ご回答ください。
⇒⇒問題ない（C市・E市・H市・I市・K市）
【提案】たたき台に上記を追加する

③
a)現金還付は複数の構成員で運用しているが、件数は少ないと想定される。
⇒E市のように、支出は財務会計で行い、結果の管理ができれば問題ないか。
b)システムから領収書の出力（K市）
⇒他の構成員において、ご意見がある場合、要否と理由をご回答ください。
【確認】3.3.8参照

④
a)システムでの名寄せは必要ないという意見が多い。
⇒郵送時の名寄せは運用（手作業）で差し支えないか、ご回答ください。
⇒⇒問題ない（C市・E市・I市）
⇒⇒大元で名寄せしていれば反映するのだろうし、想定がよく分かりません。
郵便番号ごとに印刷できる機能があればよいと考えます。（H市）
⇒⇒個人の場合は還付先の口座をひとつで指定してくる場合が多いので、同一
タイミングの時は同封して送付している。法人の場合は、税目によって還付先
の口座をわけて指定してくる場合が多いため、分けて送付している。（K市）
【提案】郵送時の名寄せは運用（手作業）でよいという意見が多いため、特
段たたき台の修正は不要とする
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